
 

 

  
 

第 2 回 奈良県道路鉄道連絡会議 

 

日時：平成 30 年 2 月 23 日（金）13:30～ 

場所：奈良国道事務所４Ｆ第一会議室 

 

議事次第 

 

1． 開会 

 

2． 挨拶 

 

3． 議事 

① 道路鉄道連絡会の概要について 【資料 1、2】 

② 跨線橋の点検結果及び修繕状況について 【資料 3】 

 

4．  

① 持続可能なメンテナンスの実現 【資料 4】 

② 耐震補強の推進 【資料 5】 

③ 「橋、高架の道路等の技術基準」の改訂について 【資料 6】 

④ 今後のスケジュ－ル（案） 【資料 7】 

 

5． その他 

 

6． 閉会 
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省
令
・
告
示
・
定
期
点
検
基
準
の
体
系

①
省

令
・
告

示
で

、
５
年

に
１
回

、
近

接
目

視
を
基

本
と
す
る
点

検
を
規

定
、
健

全
性

の
診

断
結

果
を
４
つ
に
区

分
。

（
ト
ン
ネ
ル

、
橋

な
ど
の

構
造

物
に
共

通
）

②
点

検
方

法
を
具

体
的

に
示

す
定

期
点

検
基

準
を
策

定
。
（
ト
ン
ネ
ル

、
橋

な
ど
の

構
造

物
毎

）

③
市
町
村
に
お
け
る
円
滑
な
点
検

の
実

施
の

た
め
、
主

な
変
状

の
着

目
箇

所
、
判

定
事

例
写

真
等

を
加

え
た
も
の

を

定
期
点
検
要
領
と
し
て
と
り
ま
と
め
。
（
ト
ン
ネ
ル
、
橋
な
ど
の
構
造
物
毎
）

法
令

・
定

期
点

検
基

準
の
体

系

健
全

性
の
診

断
結

果
を
、
４
段

階
に
区

分

道
路
法

政
令

省
令

・
告

示

H
2
5
.9
.2
施

行

・
ト
ン
ネ
ル
、
橋

及
び
、
損

傷
、
腐

食
そ
の
他

の
劣

化
そ
の
他

の
異

状
が
生

じ
た
場

合
に
道

路
の
構

造
又

は
交

通
に
大

き
な
支

障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
定
期
点
検
を
規
定

・５
年
に
１
回
、
近
接
目
視
を
基
本
と
し
て
実
施

・
健

全
性

の
診

断
結

果
を
、
４
段

階
に
区

分

定
期

点
検

要
領

・維
持
、
点
検
、
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
規
定

（
ト
ン
ネ
ル

、
橋

な
ど
の

構
造

物
）

構
造

物
に
共

通
の

規
定

（
ト
ン
ネ
ル

、
橋

な
ど
の

構
造

物
）

各
構

造
物

毎
に
策

定

・
構

造
物

の
特

性
に
応

じ
省

令
・
告

示
に
沿

っ
た

具
体

的
な
点

検
方

法
・主

な
変
状
の
着
目
箇
所
、
判
定
事
例
写
真
等

H
2
6
.7
.1
施

行
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平
成
2
6
～
2
8
年
度
橋
梁
点
検
結
果
（
道
路
管
理
者
別
）

各
年

度
の

点
検

実
施

率
及
び
累
計

実
施
率

（
黒
字

）

Ⅰ
構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
状
態

Ⅱ
構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
が
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
状
態

Ⅲ
構
造
物
の
機

能
に
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
早
期
に
措
置
を
講

ず
べ
き
状
態

Ⅳ
構
造
物
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
、
又
は
生
じ
る
可
能
性
が
著
し
く

高
く
、
緊
急
に
措
置
を
講
ず
べ
き
状
態

点
検
実
施
率

点
検

結
果

○
H

26
年

7月
か
ら
の
定
期
点
検
が
本
格
化
し
、
平
成

26
～

28
年
度
で
橋
梁

約
54

%
、
ト
ン
ネ
ル

約
47

%
、
道
路
附

属
物
等

約
57

%
の
点
検
が
完
了
。

○
点

検
を
実

施
し
た
橋

梁
の

う
ち
、
約

11
%
は

早
期

に
修

繕
が

必
要

。

※
点
検
実
施
率
は
H
2
6
年
12
月
末
時
点
の
施
設
数
を
も
と
に
算
出
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平
成
2
6
～
2
8
年
度
橋
梁
点
検
結
果
（
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
）

点
検
計
画
と
点
検
実
施
率

点
検
結
果
（
H
2
6
～
2
8
累
積
）

○
第
三
者
被

害
の
予
防
等
の
観
点
か
ら
最

優
先

で
点
検

を
推

進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
橋

梁
の

う
ち
、
跨

線
橋

の
点

検
実
施
率
は
約

52
%
で
あ
り
、
点

検
し
た
跨

線
橋

の
う
ち
約

22
%
は

早
期

に
修

繕
が

必
要

。

※
点
検
計
画
は
平
成
2
6
年
1
2
月
時

点
で
策
定

※
点
検
実
施
率
は
H
2
6
年
12
月
末
時
点
の
施
設
数
を
も
と
に
算
出
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跨
線

橋
の
点

検
お
よ
び
修

繕
の
計

画
的

実
施

に
つ
い
て


平

成
２
６
～

２
８
年

度
点

検
結

果
か

ら
、
跨

線
橋

は
Ⅲ
判

定
が

２
２
％

と
高

い
水

準


今
後
、
修
繕
工
事
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
が
、
鉄
道
と
の
協
議
が
必
要
と
な
る
た
め
、
点
検
の
み
な
ら
ず
修

繕
工
事
も
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
進

む
よ
う
な
仕
組

み
が

必
要


踏

切
道

改
良

促
進

法
等

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
案

に
対

す
る
附

帯
決

議
（
平

成
２
８
年

３
月

）

（
衆

）
「
跨

線
橋

等
の

老
朽

イ
ン
フ
ラ
改

修
が

課
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
点

検
・
修

繕
を
計

画
的

か
つ
効

率
的

に
進

め
ら
れ

る

よ
う
仕

組
み

を
構

築
す
る
こ
と
。
」

（
参

）
「
跨

線
橋

等
の

老
朽

化
が

課
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
点

検
・
修

繕
を
計

画
的

か
つ
効

率
的

に
進

め
ら
れ

る
よ
う
な
仕

組

み
を
構

築
す
る
こ
と
。
」


附

帯
決

議
を
踏

ま
え
、
省

令
改

正
（
平

成
２
８
年

１
０
月

２
８
日

公
布

、
１
２
月

１
日

施
行

）


道
路
管
理
者
に
対
し
、
道
路
局
長

よ
り
通

達
を
発

出
（
平

成
２
８
年

１
０
月

２
８
日

）


鉄
道
事
業
者
に
対
し
、
鉄
道
局
長

よ
り
通

達
を
発

出
（
平

成
２
８
年

１
０
月

２
８
日

）

通
達

の
背

景
・
目

的


道

路
法

施
行

規
則

第
四

条
の

五
の

五
に
次

の
一

号
を
加

え
る
。

四
橋

、
高

架
の

道
路

そ
の

他
こ
れ

ら
に
類

す
る
構

造
の

道
路

と
独

立
行

政
法

人
鉄

道
建

設
・
運

輸
施

設
整

備
支

援
機

構
、
独

立
行

政
法

人
日

本
高

速
道

路
保

有
・
債

務
返

済
機

構
若

し
く
は

鉄
道

事
業

者
の

鉄
道

又
は

軌
道

経
営

者
の

新
設

軌
道

と
が

立
体

交
差

す
る
場

合
に

お
け
る
当

該
鉄

道
又

は
当

該
新

設
軌

道
の

上
の

道
路

の
部

分
の

計
画

的
な
維

持
及

び
修

繕
が

図
ら
れ

る
よ
う
、
あ
ら
か

じ
め
独

立
行

政
法

人
鉄

道
建

設
・
運

輸
施

設
整

備
支

援
機

構
、
独

立
行

政
法

人
日

本
高

速
道

路
保

有
・
債

務
返

済
機

構
、
当

該
鉄

道
事

業
者

又
は

当
該

軌
道

経
営

者
と
の

協
議

に
よ
り
、
当

該
道

路
の

部
分

の
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

を
定

め
て
お
く
こ
と
。
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道
路
鉄
道
連
絡
会
議
の
位
置
付
け

上
の
管

理
者

下
の
管

理
者

高
速

会
社

直
轄

公
社

都
道
府
県

市
区
町
村

道
路
法
外

そ
の
他

鉄
道

高
速

会
社

直
轄

公
社

都
道

府
県

市
区

町
村

道 路 法 外

そ
の
他

鉄
道

跨
道

橋
連

絡
会

議

【道
路
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
会
議
の

下
部
組
織
】

＜
事
務
局
＞

国
道
事
務
所

道
路

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会

議
【都

道
府
県
単
位
で
設
置
済
み
】

＜
事

務
局

＞
国

道
事

務
所

個
別
協
議

道
路

鉄
道

連
絡

会
議

【
道

路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会

議
の
下

部
組

織
】

道
路

鉄
道

連
絡

会
議

【道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

会
議
の
下
部
組
織
】

＜
事
務
局
＞

国
道
事
務
所

＜
事

務
局

＞
国

道
事

務
所
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対
象
施
設
・
構
成
員

・
役
割

○
鉄
道
を
跨
ぐ
全
て
の
道
路
橋
（
跨
線
橋
）

○
道
路
を
跨
ぐ
全
て
の
鉄
道
橋
（
跨
道
鉄
道
橋
）

※
跨
道
鉄
道
橋
は
本
通
達
の
対
象
外
で
あ
る
が
、
道
路
鉄
道
連
絡
会
議
で
は
必
要
に
応
じ
て

対
象
と
す
る
。

○
点

検
計

画
、
修

繕
※
計
画
等
の
調
整
（
※
修
繕
に
は
耐
震
補
強
を
含
む
）

○
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
情
報
共
有

○
耐
震
補
強
に
関
す
る
情
報
共
有

○
そ
の
他
要
望
、
要
請
事
項
、
意
見
交
換
等

○
地
方
整
備
局
（
道
路
部
、
直
轄
事
務
所
）

○
地
方
運
輸
局
（
鉄
道
部
）

○
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
、
政
令
市
、
市
町
村
）

○
高
速
道
路
会
社
（
N
E
X
C
O
、
首
都
高
速
、
阪
神
高
速
、
本
四
高
速
）

○
鉄
道
事
業
者

対
象

施
設

構
成

員

役
割
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奈良県道路鉄道連絡会議規約

(名称)

第１条 本会は「奈良県道路鉄道連絡会議」(以下「会議」という。)という。

(目的)

第２条 会議は、道路法第２８条の２及び道路法施行規則の一部改正（平成２８年１０月
２８日付け国土交通省国道国発第１２９号道路局長通達）に基づき設置するもので、

奈良県内の安全かつ円滑な交通の確保及び効率的な道路管理を実現することを目的

とする。

(事業)

第３条 会議は第２条の目的を推進するため、次の事業を実施する。

(１)跨線橋等の改修について、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められるよう関係者

の意見調整（点検及び修繕等に取り組むべき跨線橋に関する意見調整、対外協議に

関する調整等）に関する事業

(２)関係者との情報共有（損傷事例や対応事例、点検及び修繕の措置状況等）に関する

事業

(３)国民・道路利用者等を対象とした広報（点検結果や構造物の健全度に関する情報発

信、メンテナンスに対する関心と理解の醸成等）に関する事業

（４)前各号に掲げるものの他、会議の設立の目的に沿った活動の企画及び実施に関する

事業（必要に応じて、跨道鉄道橋に関するものも含むものとする。）

(構成)

第４条 会議は別紙に掲げる関係機関をもって構成する。

２ 会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は近畿地方整備局奈良国道事務所

長、副会長は近畿運輸局鉄道部技術課長及び奈良県県土マネジメント部道路管理課

長とする。

３ 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、会員以外の者で、メンテナンスに関わりが深い者をオブザーバーとして出

席させることができる。

(事務局)

第５条 会議における事務は、近畿地方整備局奈良国道事務所管理第二課、近畿運輸局鉄

道部技術課及び奈良県県土マネジメント部道路管理課において処理する。

(開催頻度)

第６条 年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催する。

(雑則)

第７条 本規約に定めるもののほか、会議の実施のため必要な事項については、その都度

協議して定めることとする。

(付則)

この規約は、平成２９年２月２７日から適用する。

資料２
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大阪技術管理
テキストボックス
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道路管理者
所属 役職 備考

国土交通省　近畿地方整備局　奈良国道事務所 事務所長 会長

国土交通省　近畿運輸局　鉄道部　技術課 課長 副会長

奈良県　県土マネジメント部　道路管理課 課長 副会長

奈良市　建設部　道路建設課 課長

大和郡山市　都市建設部　管理課 課長

橿原市　まちづくり部　建設管理課 課長

桜井市　都市建設部　土木課 課長

五條市　都市整備部　建設課 課長

生駒市　建設部　管理課 課長

香芝市　都市創造部　農政土木管理課 課長

宇陀市　建設部　建設課 課長

三郷町　環境整備部　建設経済課 課長

高取町　事業課 課長

王寺町　地域整備部　建設課 課長

河合町　まちづくり推進部　まちづくり推進課 課長

大淀町　建設環境部　建設産業課 課長

西日本高速道路株式会社　関西支社　阪奈高速道路事務所 副所長

奈良県道路公社　第二阪奈有料道路管理事務所 所長補佐

鉄道事業者

西日本旅客鉄道株式会社　近畿統括本部

西日本旅客鉄道株式会社　和歌山支社

近畿日本鉄道株式会社　鉄道本部　大阪統括部

オブザーバー

事務局

国土交通省　近畿地方整備局　奈良国道事務所　管理第二課

奈良県　県土マネジメント部　道路管理課

国土交通省　近畿運輸局　鉄道部　技術課

別紙
奈良県道路鉄道連絡会議　構成員

西日本高速道路㈱　関西支社　保全サービス事業部　保全第一課長

国土交通省　近畿地方整備局　道路部  道路保全企画官

国土交通省　近畿地方整備局　道路部　地域道路課長

資料２
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「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」規約 
 

（名称） 
第１条 本連絡協議会は、「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」（以下、「本連絡

協議会」という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 本連絡協議会は、インフラの老朽化対策が社会的な課題となっていることに鑑み、

道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、道路インフラの機能を適切に
維持し道路交通の安全・安心を確保するため、奈良県内の各道路管理者が、道路イ
ンフラの維持管理についての情報共有や課題解決への連携を深めることを目的とす
る。 

 
（対象施設） 
第３条 対象施設は、本連絡協議会を構成する団体が管理する奈良県内の道路とする。 
 
（業務） 
第４条 本連絡協議会は、その目的を達成するため、対象施設の点検、維持修繕計画の策

定、修繕工事の実施について情報共有、相互の支援、補完、協力に関する協議・調
整を行う。 

 
（構成） 
第５条 本連絡協議会は、別表－１に掲げる者をもって構成する。 
 
（会長、副会長） 
第６条 会長は、奈良県県土マネジメント部長がこれにあたる。 
  ２ 副会長は、国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所長がこれにあたる。 
  ３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 
 
（協議会） 
第７条 協議会の開催は、必要に応じ会長が招集する。構成員は、本務のためやむを得な

い場合は代理人を出席させることができる。 
  ２ 協議会の議長は、会長が務める。 
  ３ 会長が必要と認めた場合は、会長が指名する者を参加させることができる。 
  ４ 協議会における議決は、出席者の多数決によることを原則とする。 
 
（書面評決） 
第８条 本連絡協議会において議決が必要な場合、会長の判断により、協議会を開催せず

書面評決により議決することができる。 
 
（幹事会） 
第９条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を

置く。 
２ 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

(道路鉄道連絡会議) 
第１０条 鉄道を跨ぐ全ての道路橋等の適切な定期点検及び修繕工事（耐震補強工事を含

む）を計画的かつ効率的に進められるよう、協議会に道路鉄道連絡会議を置く。 
２ 道路鉄道連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 
（事務局） 
第１１条 本連絡協議会の事務局は、奈良県県土マネジメント部道路管理課及び近畿地方

整備局奈良国道事務所管理第二課に置き、運営にあたって互いに協力するものとす
る。 

 
（雑則） 
第１２条 この会則に定めるもののほか、本連絡協議会の運営に必要な事項については、

その都度協議して定めるものとする。 
（付則） 
 この規約は、平成２６年４月 １日から適用する。 
 この規約は、平成２６年６月１８日から適用する。 
 この規約は、平成２８年２月 ３日から適用する。 
 この規約は、平成２９年２月 ９日から適用する。 
 この規約は、平成２９年７月 １９日から適用する。 
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別表－１
奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会

構成員
団体名 構成員 備考

奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部長 会長
国土交通省近畿地方整備局
　　　　　　　　　奈良国道事務所

奈良国道事務所長 副会長

奈良市 建設部長
大和高田市 環境建設部長
大和郡山市 都市建設部長
天理市 建設部長
橿原市 まちづくり部長
桜井市 都市建設部長
五條市 都市整備部長
御所市 環境建設部長
生駒市 建設部長
香芝市 都市創造部長
葛城市 都市整備部長
宇陀市 建設部長
山添村 農林建設課長
平群町 都市建設課長
三郷町 環境整備部長
斑鳩町 都市建設部長
安堵町 事業部門理事
川西町 産業建設部長
三宅町 まちづくり推進部長
田原本町 産業建設部長
曽爾村 地域建設課長
御杖村 産業建設課長
高取町 事業課長
明日香村 地域づくり課長
上牧町 都市環境部長
王寺町 地域整備部長
広陵町 事業部長
河合町 まちづくり推進（総括）部長

吉野町 まちづくり振興課長（室長）

大淀町 建設環境部長
下市町 建設課長
黒滝村 林業建設課長
天川村 産業建設課長
野迫川村 建設課長
十津川村 建設課長
下北山村 産業建設課長
上北山村 建設課長
川上村 林業建設課長
東吉野村 地域振興課長
西日本高速道路株式会社 関西支社　阪奈高速道路事務所副所長
奈良県道路公社 常務理事

オブザーバー
国土交通省近畿地方整備局 道路部　道路保全企画官
国土交通省近畿地方整備局 道路部　道路構造保全官
国土交通省近畿地方整備局 道路部　道路構造保全官

事務局
奈良県県土マネジメント部 道路管理課

国土交通省近畿地方整備局
　　　　　　　　　奈良国道事務所

管理第二課

大阪技術管理
テキストボックス
－11－



平
成
２
８
年
度

 
奈

良
県
道
路
鉄
道
連
絡
会
議
の
開
催
状
況

平
成
２
８
年
１
０
月
２
８
日
の
省
令
改
正
を
受
け
、
鉄
道
事
業
者
と
の
点
検
・
修
繕
を
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
調
整

を
行
う
た
め
、
道
路
管
理
者
と
鉄
道
事
業
者
が
一
堂
に
会
す
る
専
門
部
会
を

奈
良

県
イ
ン
フ
ラ
維
持
管
理
連
絡

協
議
会
の
下
部
組
織
と
し
て
、

奈
良

県
道
路
鉄
道
連
絡
会
を
平
成
２
９
年
２
月

２
７
日
に
設
立
し
、
第
１
回

奈
良

県
道
路
鉄
道
連
絡
会
議
を
開
催

○
日

 時
：
平

成
２
９
年

２
月

２
７
日

（
月

）
 １

３
時

３
０
分

～

○
場

 所
：
奈

良
国
道
事
務
所

４
階

第
一
会
議
室

○
参
加
者
：
国
土
交
通
省

奈
良
国
道
事
務
所
、

国
土
交
通
省

近
畿

地
方

整
備

局
、

奈
良

県
、

西
日
本
旅
客
鉄
道
（
株
）
、
近
畿
日
本
鉄
道
（
株
）
、
奈
良
市
、

大
和

郡
山
市
、
橿
原
市
、
桜
井
市
、
五
條
市
、
生
駒
市
、

香
芝

市
、
宇
陀
市
、
三
郷
町
、
高
取
町
、
王
寺
町
、
河
合
町
、

大
淀

町
、
西
日
本
高
速
道

路
（
株
）
、
奈
良
県
道
路
公
社

【
会

 
長
】
奈

良
国
道
事
務
所
長

【
副
会
長
】
国
土

交
通
省
　
近
畿
運
輸

局
　
鉄
道
部
　
技
術
課
長
、

奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
道
路
管
理
課
長

◆
議
題

・
省
令
・
通
達
の
概
要

・
規
約
・
構
成
員

・
跨
線
橋
の
点
検
結
果

・
熊

本
地

震
を
踏

ま
え
た
耐

震
対

策
の

推
進

・
今

後
の

ス
ケ
ジ
ュ
－

ル

な
ど

-11-

大阪技術管理
テキストボックス
－12－



M
in

is
tr

y 
of

 L
an

d,
 In

fr
as

tr
uc

tu
re

, T
ra

ns
po

rt
 a

nd
 T

ou
ri

sm

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況
に
つ
い
て

資
料
3

奈
良

県
道

路
鉄

道
連

絡
会

議

-12-

大阪技術管理
テキストボックス
－13－



跨
線
橋
の
点
検
実
施
率
及
び
点
検
結
果
（
道
路
管
理
者
別
・
全
国
）

各
年

度
の

点
検

実
施

率
及

び
累

計
（
黒

字
）

※
点

検
実

施
率

は
H

2
6
年

1
2
月

末
時

点
の

施
設

数
を

も
と

に
算

出
※

四
捨

五
入

の
関

係
で

各
年

度
の

点
検

実
施

率
の

合
計

が
累

積
実

施
率

と
異

な
る

場
合

が
あ

る

点
検

実
施

率
（
H

2
6
～

2
8
累

積
）

点
検

結
果

（
H

2
6
～

2
8
累

積
）

Ⅰ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
な

い
状

態
Ⅱ

構
造

物
の

機
能

に
支

障
が

生
じ

て
い

な
い

が
、

予
防

保
全

の
観

点
か

ら
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

望
ま

し
い

状
態

Ⅲ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
る

可
能

性
が

あ
り

、
早

期
に

措
置

を
講

ず
べ

き
状

態
Ⅳ

構
造

物
の

機
能

に
支

障
が

生
じ

て
い

る
、

又
は

生
じ

る
可

能
性

が
著

し
く

高
く
、

緊
急

に
措

置
を

講
ず

べ
き

状
態

-13-

大阪技術管理
テキストボックス
－14－



跨
線
橋
の
点
検
実
施
率
及
び
点
検
結
果
（
道
路
管
理
者
別
・
奈
良
県
）

48
%

5% 7% 19
%

40
%

10
0% 62
%

59
%

57
%

8%

0%

33
%

33
%

23
%

0%
20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

国
土

交
通

省

高
速

道
路

会
社

都
道

府
県

等

市
町

村 計

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

0%
20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

国
土

交
通

省

高
速

道
路

会
社

都
道

府
県

等

市
町

村

計

H2
6実

施
率

H2
7実

施
率

H2
8実

施
率

Ⅰ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
な

い
状

態

Ⅱ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
な

い
が

、
予

防
保

全
の

観
点

か
ら

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
望

ま
し

い
状

態
Ⅲ

構
造

物
の

機
能

に
支

障
が

生
じ

る
可

能
性

が
あ

り
、

早
期

に
措

置
を

講
ず

べ
き

状
態

Ⅳ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
る

、
又

は
生

じ
る

可
能

性
が

著
し

く
高

く
、

緊
急

に
措

置
を

講
ず

べ
き

状
態

点
検

結
果

（
H

2
6
～

2
8
累

積
）

※
点

検
実

施
率

は
H

2
6
年

1
2
月

末
時

点
の

施
設

数
を

も
と

に
算

出

点
検

実
施

率
（
H

2
6
～

2
8
累

積
）

58
%

57
%

60
%

-14-

63
%

5%
10
%

75
%

0%

48
%

0%
75

%

8%
28
%

22
%

17
%

19
%

21
%

10
%

22
%

28
%

0%

0%

0% 0% 0%

大阪技術管理
テキストボックス
－15－



都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

1
天

理
高

架
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
6

9
6

1
1

8
.7

N
E

X
C

O
西

日
本

奈
良

県
天

理
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

2
天

理
高

架
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
6

9
6

1
1

8
.7

N
E

X
C

O
西

日
本

奈
良

県
天

理
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

3
長

安
寺

西
高

架
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
6

9
1

9
8

9
.5

N
E

X
C

O
西

日
本

奈
良

県
大

和
郡

山
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

4
長

安
寺

西
高

架
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
7

2
1

9
6

9
.8

N
E

X
C

O
西

日
本

奈
良

県
大

和
郡

山
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

5
穴

闇
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
6

9
1

8
9

.5
N

E
X

C
O

西
日

本
奈

良
県

河
合

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

6
穴

闇
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
6

9
1

8
9

.5
N

E
X

C
O

西
日

本
奈

良
県

河
合

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

7
香

芝
高

架
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
6

9
6

5
8

8
.8

N
E

X
C

O
西

日
本

奈
良

県
香

芝
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

8
香

芝
高

架
橋

西
名

阪
自

動
車

道
1

9
7

2
6

7
8

8
.8

N
E

X
C

O
西

日
本

奈
良

県
香

芝
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

9
奈

良
高

架
橋

（
上

）
国

道
２

４
号

1
9

7
4

9
5

4
.4

9
近

畿
地

整
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

1
0

奈
良

高
架

橋
（

下
）

国
道

２
４

号
1

9
7

4
9

4
2

.2
9

近
畿

地
整

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
1

八
条

高
架

橋
（

下
）

国
道

２
４

号
1

9
7

3
6

4
9

.5
7

9
近

畿
地

整
奈

良
県

奈
良

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

1
2

八
条

高
架

橋
（

上
）

国
道

２
４

号
1

9
7

3
6

4
9

.5
7

9
.0

5
近

畿
地

整
奈

良
県

奈
良

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅰ

不
要

1
3

二
階

堂
歩

道
橋

（
下

）
国

道
２

４
号

1
9

8
8

1
9

2
.6

近
畿

地
整

奈
良

県
天

理
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅲ
未

1
4

二
階

堂
歩

道
橋

（
上

）
国

道
２

４
号

1
9

8
8

2
0

3
.1

近
畿

地
整

奈
良

県
天

理
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

1
5

二
階

堂
跨

線
橋

国
道

２
４

号
1

9
7

4
9

.9
3

9
.7

5
近

畿
地

整
奈

良
県

天
理

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未

1
6

橿
原

跨
線

橋
国

道
２

４
号

1
9

3
9

2
6

.3
1

5
.5

近
畿

地
整

奈
良

県
橿

原
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

1
7

高
田

高
架

橋
（

下
り

）
国

道
２

４
号

1
9

8
8

1
8

1
0

8
.8

近
畿

地
整

奈
良

県
大

和
高

田
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

1
8

高
田

高
架

橋
（

下
り

）
国

道
２

４
号

1
9

8
8

1
8

1
0

8
.8

近
畿

地
整

奈
良

県
大

和
高

田
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
9

高
田

高
架

橋
（

上
り

）
国

道
２

４
号

1
9

8
8

1
8

1
0

9
.3

近
畿

地
整

奈
良

県
大

和
高

田
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

2
0

高
田

高
架

橋
（

上
り

）
国

道
２

４
号

1
9

8
8

1
8

1
0

9
.3

近
畿

地
整

奈
良

県
大

和
高

田
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

2
1

上
野

跨
線

橋
国

道
２

４
号

1
9

6
3

1
8

.2
9

.2
近

畿
地

整
奈

良
県

五
條

市
J
R

西
日

本
和

歌
山

支
社

未
未

2
2

上
野

跨
線

橋
側

歩
道

橋
下

国
道

２
４

号
1

9
8

4
2

8
.4

2
.8

近
畿

地
整

奈
良

県
五

條
市

J
R

西
日

本
和

歌
山

支
社

未
未

2
3

小
山

跨
線

橋
国

道
２

４
号

1
9

6
2

1
2

.8
8

.2
近

畿
地

整
奈

良
県

五
條

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

2
4

一
般

部
（

上
り

）
１

号
橋

国
道

２
４

号
2

0
1

1
9

5
1

1
.9

8
近

畿
地

整
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

2
5

一
般

部
（

下
り

）
２

号
橋

国
道

２
４

号
2

0
1

1
1

3
9

6
.1

5
近

畿
地

整
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

2
6

東
坊

城
Ｃ

ラ
ン

プ
１

号
橋

国
道

２
４

号
2

0
1

1
6

2
.5

3
8

7
.6

5
近

畿
地

整
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

2
7

寺
川

南
高

架
橋

（
一

般
下

）
国

道
２

４
号

2
0

1
1

2
3

7
1

6
.4

2
近

畿
地

整
奈

良
県

三
宅

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅰ

不
要

2
8

寺
川

南
高

架
橋

（
一

般
上

）
国

道
２

４
号

2
0

1
1

2
5

6
1

7
.8

近
畿

地
整

奈
良

県
三

宅
町

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅰ
不

要

2
9

寺
川

橋
国

道
２

４
号

2
0

0
6

4
0

9
.6

1
2

2
.6

5
近

畿
地

整
奈

良
県

三
宅

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

3
0

宮
古

北
高

架
橋

国
道

２
４

号
2

0
0

5
8

3
5

.5
2

2
.6

5
近

畿
地

整
奈

良
県

田
原

本
町

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅰ
不

要

3
1

宮
古

南
高

架
橋

（
一

般
下

）
国

道
２

４
号

2
0

0
9

3
5

2
.2

8
近

畿
地

整
奈

良
県

三
宅

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅰ

不
要

3
2

宮
古

南
高

架
橋

（
一

般
上

）
国

道
２

４
号

2
0

0
9

3
5

2
.2

8
近

畿
地

整
奈

良
県

三
宅

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅰ

不
要
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

3
3

八
条

北
高

架
橋

（
上

）
国

道
２

４
号

2
0

0
6

3
5

4
.5

1
6

近
畿

地
整

奈
良

県
大

和
郡

山
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅰ
不

要

3
4

八
条

北
高

架
橋

（
下

）
国

道
２

４
号

2
0

0
6

3
5

0
.7

8
1

5
近

畿
地

整
奈

良
県

大
和

郡
山

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅰ

不
要

3
5

八
条

北
高

架
橋

（
一

般
下

）
国

道
２

４
号

2
0

0
6

2
4

9
.4

5
9

.2
5

近
畿

地
整

奈
良

県
大

和
郡

山
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅰ
不

要

3
6

八
条

北
高

架
橋

（
一

般
上

）
国

道
２

４
号

2
0

0
6

2
9

1
.7

1
9

.2
近

畿
地

整
奈

良
県

大
和

郡
山

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅰ

不
要

3
7

小
泉

跨
線

橋
国

道
２

５
号

1
9

7
6

2
9

4
.5

9
8

.5
近

畿
地

整
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅰ

不
要

3
8

小
泉

跨
線

橋
側

歩
道

橋
下

国
道

２
５

号
1

9
7

6
9

9
.6

2
.6

5
近

畿
地

整
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅰ

不
要

3
9

王
寺

跨
線

橋
（

下
）

国
道

２
５

号
1

9
6

9
5

9
.2

9
近

畿
地

整
奈

良
県

王
寺

町
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

済

4
0

王
寺

跨
線

橋
（

下
）

国
道

２
５

号
1

9
6

9
5

9
.2

9
近

畿
地

整
奈

良
県

王
寺

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

4
1

王
寺

跨
線

橋
（

上
）

国
道

２
５

号
1

9
7

1
5

9
.2

9
近

畿
地

整
奈

良
県

王
寺

町
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

済

4
2

王
寺

跨
線

橋
（

上
）

国
道

２
５

号
1

9
7

1
5

9
.2

9
近

畿
地

整
奈

良
県

王
寺

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

4
3

新
庄

高
架

橋
（

下
）

国
道

１
６

５
号

1
9

9
3

2
0

4
9

.5
9

.1
近

畿
地

整
奈

良
県

葛
城

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

4
4

新
庄

高
架

橋
（

上
）

国
道

１
６

５
号

1
9

9
3

1
7

9
6

.8
9

.1
近

畿
地

整
奈

良
県

葛
城

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

4
5

穴
虫

高
架

橋
国

道
１

６
５

号
1

9
8

9
3

4
7

.2
1

1
.8

5
近

畿
地

整
奈

良
県

香
芝

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

4
6

西
室

横
断

歩
道

橋
国

道
１

６
５

号
1

9
9

6
1

0
2

2
近

畿
地

整
奈

良
県

葛
城

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

4
7

玉
手

高
架

橋
２

号
橋

国
道

２
４

号
2

0
1

5
2

2
5

1
0

.1
9

近
畿

地
整

奈
良

県
御

所
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

4
8

居
傳

跨
線

橋
国

道
２

４
号

2
0

0
6

1
8

1
6

.6
近

畿
地

整
奈

良
県

五
條

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

4
9

新
宝

来
橋

(奈
良

行
き

)
主

要
地

方
道

　
奈

良
生

駒
線

1
9

6
9

5
7

7
.8

7
奈

良
県

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅲ
未

5
0

新
宝

来
橋

(大
阪

行
き

)
主

要
地

方
道

　
奈

良
生

駒
線

1
9

7
6

5
3

.8
6

8
.2

3
奈

良
県

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅲ
未

5
1

向
谷

橋
主

要
地

方
道

　
奈

良
生

駒
線

1
9

5
8

2
1

1
0

.1
奈

良
県

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

5
2

櫟
本

跨
線

橋
主

要
地

方
道

　
天

理
環

状
線

1
9

8
4

1
6

8
.2

7
.8

奈
良

県
奈

良
県

天
理

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅲ

未

5
3

宝
来

橋
一

般
国

道
（

指
定

区
間

外
）

　
国

道
３

０
８

号
2

0
0

8
1

8
.7

1
9

奈
良

県
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

5
4

勢
野

跨
線

橋
一

般
都

道
府

県
道

　
信

貴
山

線
不

明
3

0
.4

8
.8

奈
良

県
奈

良
県

三
郷

町
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

5
5

法
隆

寺
跨

線
橋

主
要

地
方

道
　

大
和

高
田

斑
鳩

線
1

9
6

9
2

7
5

8
.3

奈
良

県
奈

良
県

斑
鳩

町
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅲ

未

5
6

天
井

跨
線

橋
一

般
都

道
府

県
道

　
大

和
郡

山
広

陵
線

不
明

1
6

1
.5

1
4

奈
良

県
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

5
7

小
林

跨
線

橋
（

上
り

）
一

般
都

道
府

県
道

　
大

和
郡

山
環

状
線

1
9

9
1

4
4

0
8

.5
奈

良
県

奈
良

県
大

和
郡

山
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

5
8

小
林

跨
線

橋
（

下
り

）
一

般
都

道
府

県
道

　
大

和
郡

山
環

状
線

1
9

9
2

4
4

1
.5

8
.5

奈
良

県
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

5
9

小
林

跨
線

橋
（

下
り

）
一

般
都

道
府

県
道

　
大

和
郡

山
環

状
線

1
9

9
2

4
4

1
.5

8
.5

奈
良

県
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅰ

不
要

6
0

王
寺

跨
線

橋
主

要
地

方
道

　
天

理
王

寺
線

1
9

7
2

2
5

5
1

4
奈

良
県

奈
良

県
王

寺
町

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

6
1

箸
尾

跨
線

橋
主

要
地

方
道

　
大

和
高

田
斑

鳩
線

1
9

7
7

1
6

9
8

奈
良

県
奈

良
県

広
陵

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

6
2

吉
野

口
跨

線
橋

一
般

国
道

（
指

定
区

間
外

）
　

国
道

３
０

９
号

1
9

9
0

2
4

3
.8

1
7

.3
9

奈
良

県
奈

良
県

御
所

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

6
3

吉
野

口
跨

線
橋

一
般

国
道

（
指

定
区

間
外

）
　

国
道

３
０

９
号

1
9

9
0

2
4

3
.8

1
7

.3
9

奈
良

県
奈

良
県

御
所

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

6
4

高
田

高
架

橋
一

般
国

道
（

指
定

区
間

外
）

　
国

道
１

６
６

号
1

9
5

8
2

3
6

.2
9

9
.7

奈
良

県
奈

良
県

大
和

高
田

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

6
5

橿
原

跨
線

橋
一

般
国

道
（

指
定

区
間

外
）

　
国

道
１

６
５

号
1

9
7

0
1

5
4

.4
2

8
.4

奈
良

県
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

6
6

巻
向

跨
線

橋
一

般
国

道
（

指
定

区
間

外
）

　
国

道
１

６
９

号
1

9
6

2
1

4
2

8
.7

奈
良

県
奈

良
県

桜
井

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅲ

未

6
7

榛
原

跨
線

橋
一

般
国

道
（

指
定

区
間

外
）

　
国

道
３

６
９

号
2

0
0

2
1

6
0

1
1

奈
良

県
奈

良
県

宇
陀

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

6
8

松
本

跨
線

橋
一

般
国

道
（

指
定

区
間

外
）

　
国

道
３

１
０

号
1

9
6

5
1

5
7

7
.7

奈
良

県
奈

良
県

五
條

市
J
R

西
日

本
和

歌
山

支
社

未
未

6
9

井
出

山
２

号
橋

市
区

町
村

道
（

２
級

）
　

壱
分

乙
田

線
1

9
7

7
6

8
.5

1
4

生
駒

市
奈

良
県

生
駒

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

7
0

滝
坂

橋
市

区
町

村
道

（
２

級
）

　
駅

前
西

線
1

9
8

2
2

7
.7

9
.2

生
駒

市
奈

良
県

生
駒

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

7
1

生
駒

２
号

歩
行

者
専

用
道

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
生

駒
２

号
歩

行
者

専
用

道
1

9
9

6
3

8
.9

8
生

駒
市

奈
良

県
生

駒
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

7
2

中
菜

畑
歩

道
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
菜

畑
西

壱
分

線
支

線
７

号
不

明
6

2
.8

1
.2

生
駒

市
奈

良
県

生
駒

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

済

7
3

島
崎

丁
跨

線
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
９

－
１

７
４

号
線

2
0

0
2

2
5

3
6

.5
香

芝
市

奈
良

県
香

芝
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

7
4

磯
壁

新
在

家
線

側
道

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

９
－

１
７

４
号

線
2

0
0

3
1

0
6

.2
1

.5
香

芝
市

奈
良

県
香

芝
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

7
5

藤
山

跨
線

橋
歩

道
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
７

－
１

５
５

号
線

2
0

0
6

1
9

0
.5

2
香

芝
市

奈
良

県
香

芝
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

7
6

藤
山

跨
線

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

７
－

１
４

８
号

線
2

0
0

5
1

0
0

7
香

芝
市

奈
良

県
香

芝
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

7
7

志
都

美
駅

歩
行

者
専

用
道

路
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

６
－

８
７

号
線

2
0

1
0

2
3

.8
2

.5
香

芝
市

奈
良

県
香

芝
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

7
8

下
田

高
架

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

７
－

１
７

９
号

線
2

0
1

2
6

9
1

.5
香

芝
市

奈
良

県
香

芝
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

7
9

半
焼

橋
市

区
町

村
道

（
１

級
）

　
市

道
大

野
半

焼
線

2
0

0
1

3
6

1
1

.8
宇

陀
市

奈
良

県
宇

陀
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

8
0

薬
師

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

市
道

琴
引

中
央

線
不

明
2

0
.5

3
宇

陀
市

奈
良

県
宇

陀
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅲ
未
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

8
1

三
本

松
陸

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

市
道

ク
ノ

ギ
ハ

ラ
線

1
9

6
6

2
0

.5
4

宇
陀

市
奈

良
県

宇
陀

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

8
2

壺
阪

山
跨

線
橋

市
区

町
村

道
（

１
級

）
　

下
土

佐
1

号
橋

1
9

7
9

5
2

.8
2

.4
高

取
町

奈
良

県
高

取
町

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

8
3

久
度

大
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
王

寺
２

号
線

1
9

7
4

1
4

7
.3

5
.2

王
寺

町
奈

良
県

王
寺

町
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

8
4

高
塚

泉
跨

線
橋

市
区

町
村

道
（

１
級

）
　

1
－

3
号

線
1

9
9

4
1

8
1

6
.8

河
合

町
奈

良
県

河
合

町
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

8
5

福
神

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

西
西

部
7

4
号

線
1

9
9

8
9

1
.5

9
.9

大
淀

町
奈

良
県

大
淀

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

8
6

川
添

跨
線

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

勢
野

2
号

線
不

明
1

8
5

7
三

郷
町

奈
良

県
三

郷
町

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

8
7

第
２

阪
奈

１
号

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

有
里

壱
分

１
号

線
1

9
9

7
1

9
8

8
生

駒
市

奈
良

県
生

駒
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

8
8

第
２

阪
奈

２
号

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

有
里

壱
分

２
号

線
1

9
9

7
2

0
7

6
.5

生
駒

市
奈

良
県

生
駒

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

8
9

竜
田

川
高

架
橋

（
上

り
）

一
般

国
道

（
指

定
区

間
外

）
　

第
二

阪
奈

有
料

道
路

1
9

9
0

7
6

3
.7

8
.5

奈
良

県
道

路
公

社
奈

良
県

生
駒

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

9
0

竜
田

川
高

架
橋

（
下

り
）

一
般

国
道

（
指

定
区

間
外

）
　

第
二

阪
奈

有
料

道
路

1
9

9
3

7
6

6
8

.5
奈

良
県

道
路

公
社

奈
良

県
生

駒
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

9
1

今
市

跨
線

橋
主

要
地

方
道

　
天

理
環

状
線

1
9

8
6

7
.5

5
.7

奈
良

県
奈

良
県

奈
良

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

9
2

今
市

跨
線

橋
側

道
橋

主
要

地
方

道
　

天
理

環
状

線
不

明
1

4
.8

5
1

.9
奈

良
県

奈
良

県
奈

良
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

9
3

東
山

線
支

線
６

号
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
東

山
線

支
線

６
号

不
明

1
2

.3
7

.5
生

駒
市

奈
良

県
生

駒
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅰ
不

要

9
4

下
田

高
架

橋
一

般
県

道
　

中
和

幹
線

不
明

9
3

3
.6

1
6

.3
9

奈
良

県
奈

良
県

香
芝

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

9
5

三
輪

高
架

橋
一

般
県

道
　

中
和

幹
線

2
0

0
6

7
8

4
.2

1
6

.1
奈

良
県

奈
良

県
桜

井
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

9
6

三
在

跨
線

橋
（

上
り

線
）

一
般

県
道

　
富

田
林

五
條

線
不

明
4

3
.2

9
9

.7
5

奈
良

県
奈

良
県

五
條

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

9
7

三
在

跨
線

橋
（

下
り

線
）

一
般

県
道

　
富

田
林

五
條

線
不

明
4

3
.2

9
9

.8
奈

良
県

奈
良

県
五

條
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

9
8

ツ
バ

山
近

鉄
線

高
架

橋
一

般
県

道
　

中
和

幹
線

不
明

9
9

2
2

.8
奈

良
県

奈
良

県
香

芝
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

9
9

上
品

寺
跨

線
橋

一
般

県
道

　
中

和
幹

線
1

9
8

1
1

8
7

.2
3

1
6

奈
良

県
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未

1
0

0
豊

田
跨

線
橋

一
般

県
道

　
中

和
幹

線
1

9
8

3
2

1
1

.4
8

1
6

奈
良

県
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未

1
0

1
見

瀬
跨

線
橋

一
般

県
道

　
見

瀬
五

井
線

不
明

1
2

5
1

2
.4

奈
良

県
奈

良
県

橿
原

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

1
0

2
山

陵
跨

線
橋

市
区

町
村

道
（

１
級

）
　

奈
良

阪
南

田
原

線
1

9
7

4
1

8
.9

1
1

.0
5

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

1
0

3
平

城
大

橋
市

区
町

村
道

（
１

級
）

　
奈

良
阪

南
田

原
線

1
9

7
1

1
4

4
.5

1
6

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

1
0

4
鳥

見
２

号
跨

線
橋

市
区

町
村

道
（

２
級

）
　

鳥
見

二
名

線
1

9
7

0
2

1
.1

1
5

.4
6

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

1
0

5
メ

ガ
ネ

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

西
部

第
３

１
９

号
線

1
9

7
0

1
5

.8
3

.9
6

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未

1
0

6
無

名
橋

０
０

９
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

中
部

第
５

８
号

線
1

9
7

0
2

8
.3

2
.6

3
奈

良
市

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
0

7
高

の
原

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

中
部

第
１

０
５

５
号

線
1

9
8

0
8

8
.2

6
6

.8
5

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

1
0

8
常

福
寺

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

中
部

第
１

０
５

６
号

線
1

9
7

6
5

7
.8

3
.5

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未

1
0

9
超

昇
寺

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

中
部

第
１

１
２

４
号

線
1

9
7

6
4

4
.2

4
3

1
奈

良
市

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
1

0
無

名
橋

０
３

０
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

西
部

第
８

９
２

号
線

1
9

7
0

1
3

.8
7

.3
奈

良
市

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

1
1

1
城

廻
り

跨
線

橋
（

２
２

１
２

）
市

区
町

村
道

　
城

廻
り

線
1

9
8

8
3

4
1

.3
9

大
和

郡
山

市
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅲ

未

1
1

2
西

新
堂

跨
線

橋
小

槻
町

・
十

市
町

線
1

9
9

4
1

9
0

1
2

.8
橿

原
市

奈
良

県
橿

原
市

・
田

原
本

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

1
1

3
朝

倉
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
脇

本
忍

阪
線

1
9

8
1

1
3

0
.6

1
6

桜
井

市
奈

良
県

桜
井

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

1
1

4
井

出
山

３
号

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

東
山

線
支

線
６

号
1

9
8

4
6

0
.1

3
.4

生
駒

市
奈

良
県

生
駒

市
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

1
1

5
太

鼓
橋

市
区

町
村

道
（

そ
の

他
）

　
中

部
2

5
号

線
2

0
0

0
1

4
.7

2
大

淀
町

奈
良

県
大

淀
町

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
1

6
新

椿
大

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

中
部

2
4

0
号

線
2

0
0

3
2

4
1

4
大

淀
町

奈
良

県
大

淀
町

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
1

7
宇

野
橋

市
区

長
村

道
（

そ
の

他
）

西
河

内
4

号
線

1
9

5
9

2
9

.9
2

.1
五

條
市

奈
良

県
五

條
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅲ

未

1
1

8
片

平
歩

道
橋

市
区

長
村

道
（

そ
の

他
）

近
内

1
6

号
線

不
明

1
4

1
.5

五
條

市
奈

良
県

五
條

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅲ

未

1
1

9
小

山
跨

線
橋

市
区

長
村

道
（

そ
の

他
）

居
伝

1
号

線
2

0
0

2
3

2
4

.5
五

條
市

奈
良

県
五

條
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅰ

不
要

1
2

0
五

條
駅

南
北

橋
市

区
長

村
道

（
そ

の
他

）
岡

口
8

号
線

1
9

8
1

9
5

.7
2

.5
五

條
市

奈
良

県
五

條
市

J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
Ⅱ

未

1
2

1
薩

摩
高

架
橋

一
般

国
道

（
指

定
区

間
外

）
　

国
道

1
6

9
号

2
0

0
7

2
3

4
.1

9
.4

6
奈

良
県

奈
良

県
高

取
町

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

1
2

2
跨

線
歩

道
橋

（
東

信
貴

ヶ
丘

）
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

勢
野

1
6

6
号

線
1

9
8

3
1

7
.8

1
.9

三
郷

町
奈

良
県

三
郷

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅲ

未

1
2

3
跨

線
歩

道
橋

（
勢

野
東

）
町

道
（

予
定

）
1

9
7

3
1

3
.3

1
.9

三
郷

町
奈

良
県

三
郷

町
近

畿
日

本
鉄

道
Ⅱ

未

1
2

4
橿

原
跨

線
橋

（
側

道
橋

下
り

）
国

道
1

6
5

号
不

明
6

0
1

.2
奈

良
県

奈
良

県
橿

原
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
2

5
橿

原
跨

線
橋

（
側

道
橋

上
り

）
国

道
1

6
5

号
不

明
6

0
1

.2
奈

良
県

奈
良

県
橿

原
市

近
畿

日
本

鉄
道

未
未

1
2

6
無

名
橋

０
０

７
中

部
第

7
4

8
号

線
不

明
5

9
.5

5
1

.5
奈

良
市

奈
良

県
奈

良
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

1
2

7
壱

分
歩

道
橋

国
道

1
6

8
号

1
9

8
3

1
0

7
.9

9
2

.1
奈

良
県

奈
良

県
生

駒
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅱ
未

1
2

8
豊

田
跨

線
歩

道
橋

市
道

上
品

寺
町

1
号

線
1

9
8

3
1

0
6

2
橿

原
市

奈
良

県
橿

原
市

近
畿

日
本

鉄
道

Ⅲ
未
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都
道

府
県

市
区

町
村

跨
線

部
判

定
区

分
修

繕
実

施
状

況

橋
長

(m
)

建
設

年
次

路
線

名
跨

線
橋

名
番

号
関

係
す

る
鉄

道
事

業
者

管
理

者
名

点
検

・
修

繕

幅
員

(m
)

所
在

地

跨
線
橋
の
点
検
結
果
及
び
修
繕
状
況

1
2

9
J
R

郡
山

駅
歩

行
者

専
用

道
路

橋
市

道
J
R

郡
山

駅
歩

行
者

専
用

道
路

1
9

9
7

5
4

.1
6

大
和

郡
山

市
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

1
3

0
J
R

大
和

小
泉

駅
歩

行
者

専
用

道
路

橋
市

道
J
R

大
和

小
泉

駅
歩

行
者

専
用

道
路

2
0

0
1

2
9

.7
7

大
和

郡
山

市
奈

良
県

大
和

郡
山

市
J
R

西
日

本
近

畿
統

括
本

部
未

未

1
3

1
登

美
郷

橋
市

区
町

村
道

（
そ

の
他

）
　

中
部

第
１

３
４

０
号

線
2

0
1

4
3

1
.7

1
6

奈
良

市
奈

良
県

奈
良

市
近

畿
日

本
鉄

道
未

未

 　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 複
数

の
鉄

道
事

業
者

を
跨

ぐ
跨

線
橋

　
　

　
　

　
  

 歩
道

橋

※
記

入
方

法

・
判

定
区

分
点

検
実

施
済

み
の

場
合

は
判

定
区

分
「

Ⅰ
～

Ⅳ
」

、
点

検
未

実
施

の
場

合
は

「
未

」

・
修

繕
実

施
状

況
：

修
繕

実
施

済
み

の
場

合
は

「
済

」
、

修
繕

未
実

施
の

場
合

は
「

未
」

、
修

繕
不

要
の

場
合

は
「

不
要

」
を

記
入

大阪技術管理
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－24－



M
in

is
tr

y 
of

 L
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持
続
可
能
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メ
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テ
ナ
ン
ス
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資
料
２

資
料
4

奈
良
県
道
路
鉄
道
連
絡
会
議
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メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
へ

現
状
と
課
題

○
全
国
７
３
万
橋
の
う
ち
、
約
７
割
の
４
８
万
橋
を
市
町
村
が
管
理

○
こ
れ
ま
で
約
３
割
の
１
２
万
橋
に
つ
い
て
点
検
が
完
了

○
点
検
は
概
ね
計
画
通
り
進
捗
し
て
い
る
が
、
以
下
の
課
題
が
顕
在
化

修
繕
の
着
実
な
実
行
に
必
要
な
予
算
の
安
定
的
な
確
保
が
必
要

修
繕
等
の
着
実
な
実
行
に
必
要
な
体
制
の
強
化
が
必
要

財
政
力
指
数
が
１
．
０
未
満
の
市
町
村
は
点
検
実
施
率
が
低
く
、
要
修
繕
橋
梁
の
割

合
が
高
い
傾
向
で
あ
り
、
約
６
割
の
市
町
村
が
、
現
在
の
予
算
規
模
で
は
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
サ
イ
ク
ル
を
回
せ
な
い
と
の
見
通
し

橋
梁
管
理
に
携
わ
る
土
木
技
術
者
が
存
在
し
な
い
市
町
村
は
減
少
傾
向
で
あ
る
が
、

町
の
約
３
割
、
村
の
約
６
割
で
橋
梁
管
理
に
携
わ
る
土
木
技
術
者
は
存
在
し
な
い

今
後
の
方
策

：
今
回
審
議

①
予
防
保
全
を
前
提
と
し
た
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
計
画
的
な
実
施

予
防
保
全
に
よ
る
将
来
の
維
持
管
理
費
用
の
縮
減

各
道
路
管
理
者
が
策
定
・
改
正
す
る
個
別
施
設
計
画
※
に
反
映
（
Ｈ
3
2ま
で
）

②
新
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
長
寿
命
化
・コ
ス
ト
縮
減

非
破
壊
検
査
等
の
点
検
・
補
修
技
術
に
つ
い
て
、
現
場
へ
の
導
入
を
推
進

④
集
約
化
・
撤
去
に
よ
る
管
理
施
設
数
の
削
減

利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
橋
梁
等
の
集
約
化
・
撤
去
に
つ
い
て
検
討

※
個
別
施
設
計
画
：
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
（
H

25
.1

1）
及
び
国
土
交
通
省
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）
に
基
づ
き
、
各
道
路
管
理
者

が
定
め
る
個
別
施
設
毎
の
長
寿
命
化
計
画
（
地
方
公
共
団
体
の
個
別
施
設
計
画
は

H
32
ま
で
に
策
定
）

③
過
積
載
撲
滅
に
向
け
た
取
組
の
強
化

動
的
荷
重
計
測
（
W
e
ig
h
-
in
-
m
o
ti
o
n
）
に
よ
る
自
動
取
締
り
に
つ
い
て
真
に
実
効
性
を
上
げ
る
取
組

の
強
化
な
ど
、
更
な
る
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
取
組
を
推
進

（
H
2
8
.1
0.
2
5第
56
回
基
本
政
策
部
会
の
再
掲
）

⑤
適
正
な
予
算
等
の
確
保

地
方
に
お
け
る
維
持
管
理
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
支
援
す
る
仕
組
み
を
検
討

予
算
拡
充
の
必
要
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
る
必
要

⑥
地
方
へ
の
国
の
関
わ
り
方

技
術
的
支
援
の
継
続
・
充
実

直
轄
国
道
事
務
所
や
研
究
機
関
に
よ
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
技
術
的
支
援
体
制
を
構
築

地
方
の
維
持
管
理
に
関
す
る
支
援
や
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
全
国
横
断
的
な
判
断
に
よ
る
路
線
の

重
要
性
や
予
防
保
全
へ
の
取
組
状
況
等
に
応
じ
た
支
援
の
あ
り
方
を
検
討

財
政

力
指

数

2
6
%

（1
,6

7
1
）

3
6
%

（6
4
）

1
2
%

（1
,4

6
3
）

1
0
%

（5
2
）

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

1
.0

未
満

1
.0

以
上

点
検

実
施

率

要
修

繕
橋

梁
の

割
合

※
（）

内
は

団
体

数

■
財

政
力

指
数

と
橋

梁
点

検
実

施
率

の
関

係
(H

2
6
～

H
2
7
)

■
市

町
村

の
施

設
管

理
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

42
%

58
%

は
い

い
い

え

問
：定

期
点

検
に

よ
り
判

定
Ⅲ

（
早

期
に

措
置

を
講

ず
べ

き
状

態
）の

橋
梁

に
つ

い
て

、
現

在
の

予
算

状
況

を
踏

ま
え

る
と

５
年

以
内

の
措

置
は

可
能

で
し

ょ
う

か
。

※
有

効
回

答
数

：N
=
1
,6

8
4
団

体

（ 出
典

）道
路

局
調

べ
（H

2
8
.9

）

0
%

5
0
%

1
0
0
%

分
類
４

分
類

分
類

2

分
類

3

0
人

1
人

～

市 町 村

9
%

9
1
%

2
9
%

7
1
%

6
3
%

3
7
%

有
効

回
答

数
N
=
1
,7

2
1

2
3
%

7
7
%

市
町

村

0
%

5
0
%

1
0
0
%

分
類
４

分
類

分
類

2

分
類

3

0
人

1
人

～

市 町 村

8
%

9
2
%

2
6
%

7
4
%

6
4
%

3
6
%

有
効

回
答

数
N
=
1
,7

2
1

（出
典

）道
路

局
調

べ

2
2
%

7
8
%

市
町

村

＜
平

成
2
6
年

1
1
月

時
点

＞
＜

平
成

2
8
年

9
月

時
点

＞

■
橋

梁
管

理
に

携
わ

る
土

木
技

術
者

数
の

推
移

※
前
回
資
料
を
元
に
意
見
を
踏
ま
え
一
部
修
正

持
続
可
能
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
実
現

点
検
結
果
に
基
づ
い
た
修
繕
の
確
実
な
実
施
へ
の
支
援
が
重
要
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予
防
保
全
を
前
提
と
し
た
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
計
画
的
な
実
施

■
個
別
施
設
計
画
策
定
状
況

（
平
成
２
８
年
度
末
時
点
速
報
値
、
一
部
見
込
み
を
含
む
）

＜
橋
梁
（
２
ｍ
以
上
）
＞

＜
ト
ン
ネ
ル
＞

＜
大
型
の
構
造
物
＞

※
（
）
は
団
体
数

※
市
町
村
は
特
別
区
を
含
む

※
割
合
は
個
別
施
設
計
画
策
定
対
象
の
施
設
を
管
理
す
る
団
体
数
に
よ
り
算
出

※
大
型
の
構
造
物
は
横
断
歩
道
橋
、
門
型
標
識
、
シ
ェ
ッ
ド
、
大
型
カ
ル
バ
ー
ト
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
施
設
を
管
理
し
て
い
る
団
体
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
施
設
の
個
別
施
設
計
画
が
策

定
さ
れ
て
い
れ
ば
策
定
済
み
と
し
て
い
る

予
防
保
全
に
よ
る
コ
ス
ト
縮
減
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
計
画
的
な
実
施
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
支
援
を
引
き
続
き
実
施

・
個
別
施
設
計
画
（
道
路
）
の
策
定
期
限

⇒
国
：
H

28
年
度
（
策
定
済
）

⇒
地
方
公
共
団
体
：
H

32
年
度

10
0%

10
0%

75
%

64
%

65
%

0%
25

%
50

%
75

%
10

0%

高
速
道
路
会
社 国

都
道
府
県
・

政
令
市
等

市
町
村

全
国

10
0%

10
0%

74
%

20
% 28

%

0%
25

%
50

%
75

%
10

0%

高
速
道
路
会
社 国

都
道
府
県
・

政
令
市
等

市
町
村

全
国

10
0%

10
0%

30
%

0%
25

%
50

%
75

%
10

0%

高
速
道
路
会
社 国

都
道
府
県
・

政
令
市
等

市
町
村

全
国

（
10
）

（
10
）

（
10
）

（
6 
）

（
6 
）

（
6
）

（
97
）

（
89
）

（
92
）

（
61

5 
）

（
72

3 
）

（
60

6 
）

（
71

1 
）

（
1,

71
5）

（
1,

82
8）

（
10
）

（
6
）

（
10
）

（
6
）

（
10
）

（
6
）

（
73
）

（
66
）

（
51
）

（
14

8）
（
11

9）
（
1,

09
8）

（
1,

18
7）

（
20

1）
（
21

5）

国
（
地
方
整
備
局
）

国
（
地
方
整
備
局
）

国
（
地
方
整
備
局
）

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
計
画
的
実
施

予
防
保
全
を
前
提
と
し
た
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

■
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
の
体
系

■
将
来
修
繕
費
用
の
方
向
性

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画

【
国
】

（
平
成

25
年

11
月
策
定
）

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画

【
国
交
省
】

（
平
成

26
年

5月
策
定
）

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画

【
地
方
公
共
団
体
】

（
平
成

28
年
度
ま
で
に
策
定
）

公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画

＝

道
路

河
川

空
港

基 本 計 画 行 動 計 画 個 別 施 設 計 画

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

の
策
定
指
針
（
総
務
省
）

大 型 の 構 造 物

ト ン ネ ル

橋 梁

道
路

河
川

空
港

大 型 の 構 造 物

ト ン ネ ル

橋 梁
・
・
・

・
・
・

事
後

保
全

型
予

防
保

全
型

（
兆

円
/
年

）
予

防
保

全
の

導
入

に
よ

り
コ

ス
ト
縮

減
基

準
類

の
充

実
や

新
技

術
導

入
等

に
よ

る
コ

ス
ト
縮

減

予
防
保
全
：
個
々
の
道
路
環
境
を
踏
ま
え
て
、
道
路
管
理
者
が
定
期
的
に
点
検
・
診
断
を
行
い
、
最
小
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
で
安
全
・
安
心
や
そ
の
他
の
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
確
保
す
る
維

持
管
理
の
考
え
方

予
防
保
全
に
よ
り
将
来
の
維
持
管
理
費
用
を
縮
減

全
道
路
管
理
者
は
、
定
期
的
な
点
検
・
診
断
の
結
果
に
基
づ
き
個
別
施
設
計
画

を
策
定
（
地
方
公
共
団
体
は
平
成
３
２
年
度
ま
で
に
策
定
予
定
）

市
町
村
で
は
、
平
成
２
８
年
度
末
時
点
で
橋
梁
で
約
６
割
、
ト
ン
ネ
ル
、
大
型
の
構

造
物
は
と
も
に
約
２
割
の
団
体
で
策
定
見
込
み

55
%

24
%

基
準

類
の

充
実

・
新

技
術

導
入

等

※
予
防
保
全
は
、
健
全
度
Ⅱ
、
Ⅲ
を
健
全
度
Ⅰ
に
補
修

事
後
保
全
は
、
健
全
度
Ⅳ
を
健
全
度
Ⅰ
に
補
修

健 全 度

経
過
年
数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
更
新

（
1
0
0
年
後
）

予
防
保
全
型
の
管
理

事
後
保
全
型
の
管
理

機
能
停
止
ま
た
は

事
故
発
生

■
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
イ
メ
ー
ジ

橋
梁
修
繕
単
価
の
変
化

〔
Ⅱ
→
Ⅰ
を
1
と
し
た
場
合
〕

（
１
橋
あ
た
り
）

約
25
倍

約
4倍

1

Ⅱ
→
Ⅰ
Ⅲ
→
Ⅰ

Ⅳ
→
Ⅰ

（
更
新
）

※
橋
梁
修
繕
単
価
は
、
国
の
過
年
度

修
繕
実
績
よ
り
設
定

※
Ⅳ
→
Ⅰ
に
つ
い
て
は
、
実
績
が
少
な

い
た
め
更
新
費
の
実
績
よ
り
設
定
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ひ
び
割
れ
の
進
展
等

ひ
び
割
れ

新
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
長
寿
命
化
・
コ
ス
ト
縮
減

設
計
基
準
※
や
点
検
要
領
の
改
定

補
修
・
補
強
に
関
す
る
基
準
類
を
検
討

舗
装
修
繕
工
事
や
Ｐ
Ｃ
橋
梁
等
、

他
分
野
へ
展
開

○
部

材
毎

の
設

計
耐

久
期

間
を

設
定

○
支

承
、

伸
縮

装
置

、
そ

の
他

耐
久

性
設

計
に

て
交

換
を

前
提

と
す

る
部

材
は

、
交

換
が

容
易

な
構

造
と

す
る

こ
と

を
規

定

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
保
護
塗
装
後

に
剥
離
し
た
例

鋼
板
接
着
に
よ
り
補
強
さ
れ
た
コ
ン

ク
リ
ー
ト
床
版
が
抜
け
落
ち
た
例

長
寿
命
化
を
実
現
す
る
た
め
の
技
術
基
準
等

新
技
術
に
よ
る
効
率
的
・
効
果
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
実
現

ＩＴ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
維
持
管
理
に
お
け
る
i-
B
ri
d
g
e
の
推
進
）

新
技
術
の
評
価
・
普
及

【
具
体
的
活
用
場
面
（
例
）
】

コ
ン
ク
リ
ー
ト
桁
等
の
塩
害
の
進
行
の
確
認

塩
分
浸
透
速
度
を
計
測
し
、
耐
久
性
設
計
が
当
初

見
込
み
通
り
か
確
認
す
る
取
組
み
を
試
行

深
さ
方
向
の
リ
ン
グ
の
腐

食
電
流
を
感
知
す
る
こ
と
で

塩
化
物
浸
透
深
さ
を
計
測

【
具
体
的
活
用
場
面
（
例
）
】

補
修
、
補
強
後
の
効
果
の
確
認
等

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
橋
梁
等
で
試
行

例
）
シ
ー
ト
及
び
躯
体
を
含
む
断
面
内
の
ひ
ず

み
分
布
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
効
果
を
確
認

圧
着
型
塩
害
セ
ン
サ
ー

具
体
の
橋
梁
に
お
い
て
ＩＴ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
試
行
を
実
施

※
改
良
点

N
E
T
IS
テ
ー
マ

設
定
型

（
改
良
型
※
）

＜
技
術
調
査
課
と
連
携
＞

技 術 公 募

現 場 試 行

要
求
性
能

の
提
示

テ
ー
マ

設
定

要
求
性
能
の

達
成
状
況
の

確
認
・
評
価

評
価

結
果

の
公
表

意
見
募
集

＜
今
後
の
取
り
組
み
事
例
＞

道
路
管
理
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、
テ
ー
マ
を
順
次
拡
大

高
機
能
Ｐ
Ｃ
鋼
材
技
術

路
面
下
空
洞
調
査
技
術

路
面
性
状
を
簡
易
に

把
握
可
能
な
技
術

○
平

成
2
6
年

度
に

全
国

統
一

の
点

検
要

領
を

策
定

し
、

全
道

路
管

理
者

に
お

い
て

実
施

中
○

点
検

に
よ

り
得

ら
れ

た
新

た
な

知
見

を
設

計
基

準
や

点
検

要
領

に
反

映
し

、
長

寿
命

化
を

図
る

必
要道
路
橋
の
設
計
基
準
※
を
改
定

点
検
結
果
を
踏
ま
え
た
基
準
類
の
見
直
し

技
術
基
準
等
の
充
実
や
新
技
術
の
導
入
に
よ
り
、
長
寿
命
化
・コ
ス
ト
縮
減
を
図
る

長
期
保
証
契
約
の
拡
大

補
修
・
補
強
の
考
え
方

○
こ

れ
ま

で
補

修
・
補

強
の

統
一

的
な

考
え

方
が

な
く
、

個
々

に
検

討
、

実
施

○
一

部
に

は
再

劣
化

が
発

生
し

、
更

な
る

措
置

を
実

施
（
コ

ス
ト
増

の
要

因
）

○
新

設
舗

装
工

事
で

実
施

中
○

供
用

開
始

後
の

表
層

の
初

期
変

状
を

規
定

値
内

と
す

る
こ

と
に

よ
り
、

劣
化

の
進

行
速

度
を

抑
制

し
、

使
用

年
数

を
長

期
化

し
よ

う
と

す
る

契
約

方
式

※
橋

、
高

架
の

道
路

等
の

技
術

基
準

（道
路

技
術

小
委

員
会

に
お

い
て

審
議

中
）

橋
軸
方
向
の
ひ
び
割
れ

（
例
）

特
殊
な
形
状
の
Ｐ
Ｃ
ポ
ス
テ
ン
桁
の
一
部
で
ひ

び
割
れ
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
設
計

基
準
で
ひ
び
割
れ
防
止
対
策
を
充
実

維
持
管
理
に
配
慮
し
た
設
計
基
準
の
見
直
し
（
例
）

供
用
後
５
年
程
度
で
の
劣
化
等
の
進
行
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
計

供
用
期
間
１
０
０
年
の
実
現
に
向
け
た
適
切
な
措
置
を
行
う

補
修
、
補
強
後
の
対
策
効
果
の
持
続
性
や
耐
久
性
向
上
の
効
果
を
確
認
す
る

こ
と
に
よ
り
、
長
寿
命
化
の
実
現
に
向
け
た
適
切
な
措
置
を
行
う

新
技
術
の
普
及
に
は
各
技
術
を
ユ
ー
ザ
ー
の
視
点
で
評
価
す
る
こ
と
が
必
要

こ
の
た
め
、
要
求
性
能
に
基
づ
く
新
技
術
の
公
募
・
評
価
の
新
た
な
取
組
み
を
開
始

※
橋

、
高

架
の

道
路

等
の

技
術

基
準

（道
路

技
術

小
委

員
会

に
お

い
て

審
議

中
）

光
フ
ァ
イ
バ
セ
ン
サ

《
橋
軸
方
向
の
ひ
ず
み
計
測
》

炭
素
繊
維
シ
ー
ト
設
置
範
囲

光
フ
ァ
イ
バ
セ
ン
サ

-30-

Administrator
長方形

大阪技術管理
テキストボックス
－28－



集
約
化
・
撤
去
に
よ
る
管
理
施
設
数
の
削
減

集
約
化
･
撤
去
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
と
課
題

橋
な
ど
の
高
齢
化
に
対
し
、
約
2
割
の
方
が
「
集
約
や
撤
去
を
進
め
る
」
と
回
答

集
約
化
・
撤
去
を
進
め
て
い
く
上
で
「
予
算
確
保
」
「
事
例
共
有
」
が
課
題

地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
橋
梁
延
長
が
増
加
し
て
い
る
一
方
で

通
行
止
め
橋
梁
数
が
増
加

維
持
管
理
に
関
す
る
負
担
の
増
加

■
補
助
制
度
の
拡
充

維
持
管
理
費
の
負
担
増
が
想
定
さ
れ
る
な
か
、
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、

橋
梁
等
※
の
集
約
化
・
撤
去
を
推
進

道
路
施
設
の
集
約
化
・
撤
去

（
km
）

１
５
m

以
上

の
橋

梁
延

長
の

推
移

（
地

方
公

共
団

体
管

理
）

※
道

路
統

計
年

報

無
名
橋
1
2
6
（
愛
知
県
あ
ま
市
）

通
行

止
め

橋
梁

長
尾
小
学
校
前
歩
道
橋

（
兵
庫
県
宝
塚
市
）

37
9

54
5

30
0

40
0

50
0

60
0

H
25

H
26

H
27

H
28

（
橋
）

通
行

止
め

橋
梁

の
推

移
（
地

方
公

共
団

体
管

理
）

※
H
2
9
.4

道
路

局
調

べ

■
集
約
化
・
撤
去
の
事
例
②
（
北
海
道
開
発
局
）

道
路
附
属
物
の
集
約
化

（
不
要
と
な
っ
た
標
識
柱

の
撤
去
）

58
%

40
%

45
%

31
%

28
%

14
%

12
%

4%
9%

0%20
%

40
%

60
%

撤 去 費 が 確 保 で き な い

迂 回 路 の 整 備 費 が 確 保 で

き な い

利 用 者 等 の 理 解 を 得 る 手

法 が 分 か ら な い

進 め る 順 序 、 作 業 内 容 が

わ か ら な い

ま ち づ く り の 将 来 像 が 明

確 に な っ て い な い

占 用 物 件 の 移 設 調 整 に 手

間 が か か る

他 管 理 者 と の 調 整 に 手 間

が か か る

集 約 先 の 道 路 管 理 者 と の

調 整 に 手 間 が か か る

そ の 他

調
査

対
象

：
全

国
の

市
区

町
村

有
効

回
答

数
：
1
,6

7
4
団

体
※

有
効

回
答

を
得

た
団

体
に

て
集

計
※

特
別

区
含

む

《
設

問
》道

路
施

設
の

集
約

化
・撤

去
に

あ
た

っ
て

ど
の

よ
う

な
課

題
が

あ
る

か
（複

数
回

答
可

）

道
路

に
関

す
る

世
論

調
査

18
.7

% 7.
8%

48
.4

%

20
.8

%

1.
2%

0.
3%

2.
9%

補
修

す
る

よ
り
も

積
極

的
に

更
新

を
進

め
る 傷

み
が

大
き

く
な

っ
て

か
ら

補
修

し
、

必
要

に
応

じ
て

更
新

傷
み

が
小

さ
い

う
ち

に
予

防
的

な
補

修
（で

き
る

だ
け

長
持

ち
さ

せ
る

）

特
に

補
修

は
し

な
い

（
利

用
で

き
な

く
て

も
や

む
を

得
な

い
）

維
持
修
繕
を
行
う

対
象
を
絞
っ
て
、

集
約
や
撤
去
を

進
め
る

そ
の

他わ
か

ら
な

い

《
設

問
》
橋

な
ど

の
高

齢
化

が
今

後
進

ん
で

い
く
が

、
こ

れ
ら

の
橋

な
ど

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

維
持

や
修

繕
、

更
新

を
行

う
べ

き
か

該
当

者
数

1
,8

1
5

人

集
約

化
・
撤

去
に

関
す

る
地

方
公

共
団

体
ア

ン
ケ

ー
ト

6,
69

8 

7,
50

3 

6,
00

0

6,
40

0

6,
80

0

7,
20

0

7,
60

0

H
17

H
20

H
23

H
26

（H
2
8
.9

道
路

局
調

査
）

（
H
2
8
.9

内
閣

府
調

査
）

課
題
へ
の
対
応

「
予
算
確
保
」
と
し
て
、
平
成
2
9
年
度
よ
り
補
助
制
度
を
拡
充

「
事
例
共
有
」
と
し
て
、
優
良
な
取
組
み
事
例
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会
議
等
で
紹
介

■
事
例
紹
介
の
実
施

取
組

み
事

例
を

道
路

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

会
議

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

で
紹

介

事
例
紹
介
の
内
容

・
背
景
と
経
緯
、
事
業
概
要

・
撤
去
に
あ
た
っ
て
の
地
域

の
合
意
形
成

・
協
議
先
と
そ
の
時
期

・
課
題
解
決
方
法

な
ど

大
規

模
修
繕

・
更
新

補
助
制

度
に
集
約
化
・
撤
去

※
を
対
象
と
し
て
拡
充

※
撤
去

に
つ

い
て

は
、

集
約

化
に

伴
っ

て
実

施
す

る
他

の
構

造
物

の
撤

去
に

限
る

※
橋
梁
以
外
の
道
路
附
属
物
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
集
約
化
・撤
去
を
実
施

予
算
確
保

事
例
共
有

■
集
約
化
・
撤
去
の
事
例
①
（
徳
島
県
徳
島
市
）

３
本
の
単
柱
標
識

１
本
の
単
柱
標
識

隣
接

橋
に

接
続

す
る

道
路

の
改

良

○
迂

回
路

の
「
交

差
点

改
良

」や
「道

路
拡

幅
」を

実
施

し
、

通
行

止
め

と
な

っ
て

い
る

老
朽

橋
を

「
撤

去
」

「
撤
去
」

「
交
差
点
改
良
」左
折
可
能

左
折

困
難

整
備
前

整
備
後

整
備
前

整
備
後

整
備
前

整
備
後

集
約
後

集
約
前

車
道
機
能
を
隣
接
橋

に
集
約
し
、
人
道
橋
に

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
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１
，
０
０
０

２
，
０
０
０

５
０
０

１
，
５
０
０

建 設 費 ＋ 補 修 費 （ 百 万 円 ）

０

1
9
6
2

(S
３
７
)

1
9
6
1
～
1
9
8
0

(S
３
６
～
５
５
)

1
9
8
0

(S
５
５
)

1
9
9
5

(H
７
)

2
0
0
2

(H
１
４
)

2
0
1
1

(H
2
3
)

切
削
オ
ー
バ
レ
イ

切
削
オ
ー
バ
レ
イ

舗
装
打
換

切
削
オ
ー
バ
レ
イ

As
舗
装

（
50
年
） C
o舗
装

（
50
年
）

約
５
０
年

○
点
検
・
診
断
の
効
率
化
・
省
力
化
等
に
資
す
る
民
間
の

技
術
開
発
が
進
展

○
要
求
性
能
を
満
た
す
民
間
技
術
に
つ
い
て
、
現
場
導
入

を
積
極
的
に
推
進

適
正
な
予
算
等
の
確
保

北
海
道
紋
別
市

（
1
3
5
橋
）

山
口
県
山
口
市

（
1
,3
2
0
橋
）

現
在
の
費
用

0
.2
4
億
円
／
年

0
.3
3
億
円
／
年

将
来
の
費
用

5
0
～
6
0
年
間
の

推
計
値
を
年
平
均

1
.4
億
円
／
年

1
.1
億
円
／
年

○
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
に
基
づ
く
、
将
来
必
要
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用

（
橋
梁
）
の
推
計
値
を
公
表
し
て
い
る
自
治
体
が
存
在
。

○
将
来
必
要
と
な
る
予
算
規
模
の
把
握
が
重
要

○
現
行
の
予
算
規
模
で
は
、
今
後
、
適
切
な
管
理
が
困
難
と
な
る
恐
れ
（特
に
地
方
公
共
団
体
）

⇒
予
算
規
模
を
把
握
し
、
長
寿
命
化
や
新
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
維
持
管
理
・更
新
費
用
の
縮
減
を
図
り
つ
つ
、
適
正
な
予
算
の
安
定
的
な
確
保
が
必
要

将
来
必
要
と
な
る
予
算
規
模
の
把
握

新
技
術
の
導
入
に
よ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用
の
縮
減

■
橋
梁
修
繕
費
用
の
将
来
推
計
事
例

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
道
路
施
設
の
適
正
な
管
理
を
実
施
す
る
た
め
、
補
助
事
業
※
と
一
体
的
に

実
施
す
る
地
方
単
独
事
業
（長
寿
命
化
等
）
に
対
す
る
地
方
財
政
措
置
を
平
成
２
９
年
度
よ
り
拡
充

＜
こ
れ
ま
で
＞

90
%

10
%

起
債

一
般

財
源

90
%

10
%

起
債

一
般

財
源

起
債
に
対
す
る

交
付
税
措
置

30
%

＜
平
成
29
年
度
よ
り
＞

実
質
的
な
地
方
負
担

10
0%

実
質
的
な
地
方
負
担

73
%

交
付

税
措

置
0%

地
方
に
お
け
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用
の
支
援 (
交
付
税
措
置
率
０
％
→
３
０
％
)
※
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業
を
含
む

地
方
財
政
措
置

対
象

事
業
例

・
舗
装
の

表
層
に

係
る
補

修
（

切
削

、
オ

ー
バ
ー
レ
イ
、

路
上
再
生
等
）

・
小
規
模

構
造
物

（
道

路
照

明
施

設
、
道

路
標
識
、
防
護
柵
等
）
の

補
修

・
更

新

＜
舗
装
の
オ
ー
バ
ー
レ
イ
＞

＜
防
護
柵
の
取
替
＞

■
コ
ス
ト
縮
減
の
試
算
例

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
う
き
を
調
べ
る
非
破
壊
検
査
技
術
）

非
破

壊
検

査
導

入
前

後
の

検
査

費
用

の
比

較

＜
全

国
の

橋
梁

の
平

均
橋

面
積

（2
1
8
㎡

）あ
た

り
の

検
査

費
用

＞

※
 土

木
設

計
業

務
等

標
準

積
算

基
準

、
建

設
物

価
（2

0
1
7
.1

）
、

H
2
9
技

術
者

単
価

、
H
2
9
労

務
単

価
よ

り
算

出
※

非
破

壊
検

査
に

よ
る

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
率

を
3
%
と

仮
定

（ H
2
7
年

度
試

行
結

果
よ

り
）

※
 平

成
2
8
年

度
に

「橋
梁

に
お

け
る

第
三

者
被

害
予

防
措

置
要

領
(案

)」
を

改
定

し
、

平
成

2
9
年

度
、

「
次

世
代

社
会

イ
ン

フ
ラ

用
ロ

ボ
ッ

ト現
場

検
証

委
員

会
」
に

お
い

て
評

価
さ

れ
た

技
術

を
用

い
て

非
破

壊
検

査
を

試
行

予
定

0

5
0

1
0
0

打
音

検
査

非
破

壊
検

査

（千
円

）
約

2
割

約
1
1
万

円

約
8
万

円

導
入

前
（
全

て
打

音
）

導
入

後
（
非

破
壊

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
＋

打
音

）

基
準
類
の
充
実
に
よ
る
Ｌ
Ｃ
Ｃ
※
の
縮
減

※
 国

道
2
0
号

東
京

都
八

王
子

市
追

分
町

～
高

尾
町

（
延

長
約

4
k
m

）
の

事
例

に
お

け
る

試
算

※
 上

記
L
C
C
は

建
設

費
及

び
補

修
費

の
累

計
額

（
Ａ

ｓ
舗

装
の

L
C
C
は

、
C
o
舗

装
区

間
の

近
傍

区
間

に
お

い
て

算
出

）
・
平

成
２

３
年

原
単

価
を

用
い

た
直

接
工

事
費

ベ
ー

ス
・
目

地
補

修
等

の
維

持
的

補
修

工
事

は
含

ま
な

い

○
長
寿
命
化
を
実
現
す
る
た
め
の
技
術
基
準
等
の
整
備
や

長
期
保
証
契
約
の
適
用
を
推
進

○
Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
に
寄
与
す
る
構
造
等
の
適
材
適
所
で
の
採
用

■
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
試
算
例
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
の
採
用
）

切
削
ｵ
ｰ
ﾊ
ﾞﾚ
ｲ

切
削
ｵ
ｰ
ﾊ
ﾞﾚ
ｲ

切
削
ｵ
ｰ
ﾊ
ﾞﾚ
ｲ

As
舗
装

（
50
年
）

C
o舗
装

（
50
年
）

凡
　
　
　
例 ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

舗
装
打
換

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装

建 設 費 ＋ 補 修 費 （ 百 万 円 ）

2,
00

0

1,
50

0

1,
00

0

50
0 0

※
Ｌ
Ｃ

Ｃ
：ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

コ
ス

ト

【出
典

】
紋

別
市

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
（行

動
計

画
）、

紋
別

市
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
（個

別
施

設
計

画
）

山
口

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

（行
動

計
画

）、
山

口
市

長
寿

命
化

修
繕

計
画

（個
別

施
設

計
画

）

※
現

在
の

費
用

及
び

管
理

橋
梁

数
（〇

〇
橋

）は
、

行
動

計
画

よ
り
。

（一
部

、
道

路
局

に
て

端
数

処
理

を
実

施
）

※
将

来
の

費
用

は
、

個
別

施
設

計
画

で
推

計
し

た
橋

梁
修

繕
費

の
累

積
額

（予
防

保
全

）を
、

試
算

年
数

で
割

り
戻

し
道

路
局

に
て

算
出

。

香
川
県
東
か
が
わ
市

（
2
8
4
橋
）

長
野
県
中
野
市

（
2
0
3
橋
）

現
在
の
費
用

0
.3
6
億
円
／
年

0
.1
億
円
／
年

将
来
の
費
用

4
0
年
間
の

推
計
値
を
年
平
均

1
.6
億
円
／
年

1
.3
億
円
／
年

■
橋
梁
更
新
費
用
の
将
来
推
計
事
例

※
行
動
計
画
に
お
い
て
道
路
の
推
計
値
を
算
出
し
て
い
る
の
は
、
市
町
村
全
体
の
約
５
％
。

※
各
地
方
公
共
団
体
の
推
計
値
は
、
累
計
年
数
（
推
計
期
間
）
や
対
象
橋
梁
の
範
囲
が
異
な
る
。

【出
典

】
東

か
が

わ
市

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
（行

動
計

画
）

中
野

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

（行
動

計
画

）

※
現

在
の

費
用

及
び

将
来

の
費

用
は

、
行

動
計

画
よ

り
。

（一
部

、
道

路
局

に
て

端
数

処
理

を
実

施
）

【
参
考
】

橋
梁
補
修
費

（
市
町
村
道
）

【
出
典
】
道
路
統
計
年
報
2
0
1
6

※
橋
梁
補
修
費
（
市
町
村
道
）
を
、

市
町
村
数
で
割
り
戻
し
て
算
出

0
.3
3
億
円
／
年
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人
員
不
足
・
技
術
力
不
足

情
報
の
共
有
化

業
務
・
工
事
発
注

点
検
・
診
断
及
び

修
繕
計
画
の
立

案
等

研
修

新
技
術

好
事
例

特
殊
構
造
物

点
検

診
断

措
置

記
録

地
方
へ
の
国
の
関
わ
り
方

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
員
・
技
術
力
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
、

道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会
議
等
を
通
じ
て
、
各
種
の
技
術
支
援
を
実
施

■
こ
れ
ま
で
の
技
術
的
支
援
メ
ニ
ュ
ー
と
充
実
す
べ
き
取
組

：
今
後
さ
ら
に
充
実
す
べ
き
取
り
組
み

直 轄 診 断 修 繕 代 行

一 括 発 注
研 修 等 の 開 催

事 例 の 収 集 ・ 共 有 化

技
術
的

支
援

メ
ニ
ュ
ー

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

サ
イ
ク
ル

専 門 技 術 者 等 に よ る 技 術 支 援

（ 工 法 等 の

助 言 ）

技 術 情 報 の 提 供

こ
れ
ま
で
の
取
組
み
と
課
題

取
組
み
の
さ
ら
な
る
充
実
（
例
）

技
術
者
派
遣

直
轄
国
道
事
務
所
等
に
よ
る
支
援

国
の

判
定

会
議

の
様

子

■
判
定
区
分
割
合
の
分
布
※
1

（
国

：
地

域
別

、
地

方
公

共
団

体
：都

道
府

県
別

）

Ⅰ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
な

い
状

態
Ⅱ

構
造

物
の

機
能

に
支

障
が

生
じ

て
い

な
い

が
、

予
防

保
全

の
観

点
か

ら
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

望
ま

し
い

状
態

Ⅲ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
る

可
能

性
が

あ
り
、

早
期

に
措

置
を

講
ず

べ
き

状
態

Ⅳ
構

造
物

の
機

能
に

支
障

が
生

じ
て

い
る

、
又

は
生

じ
る

可
能

性
が

著
し

く
高

く
、

緊
急

に
措

置
を

講
ず

べ
き

状
態

64
%

77
%

27
%

1%
12

%

25
%

7%
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ

65
%

53
%

17
%

0%

30
%

27
%

3%
02040608010
0

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

分
布
の
範
囲
（
国
）

分
布
の
範
囲
（
地
方
公
共
団
体
※

2 ）

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

※
1

平
成

2
6
,2

7
度

点
検

結
果

よ
り

※
2

都
道

府
県

及
び

市
町

村
判

定
区

分
＜

技
術

支
援

の
例

＞

例
）
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
に
熊
本
地

震
復
旧
対
策
研
究
室
を
設
置
（H

29
.4

.1
）

し
、
復
興
事
業
の
技
術
支
援
を
充
実

点
検
・
診
断
及
び
修
繕
計
画
の
立
案
等
、
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
業
務
に
つ
い
て

市
町
村
の
人
員
・
技
術
力
不
足
へ
の
支
援
を
充
実
す
る
必
要

イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
橋
梁
管
理
に
携
わ
る

土
木
技
術
者
が
不
足
し
て
い
る
市
町
村
に
専
門
技
術
者
を
派
遣
す
る
制
度
を
構
築

○
地
方
公
共
団
体
へ
の
支
援
の
充
実
に
向
け
て
、
直
轄
国
道
事
務
所
や
研
究
機
関
の

体
制
強
化
が
必
要

○
直
轄
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
地
方
等
へ
よ
り
効
果
的
に
共
有
す
る
仕
組
み
の
検
討

○
点
検
・
診
断
の
質
の
更
な
る
確
保
を
図
る
た
め
、
技
術
力
向
上
の
取
組
の
充
実
を
検
討

○
地
方
公
共
団
体
の
診
断
結
果
の
判
定
精
度
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
検
討

地
方
公
共
団
体
の
診
断
結
果
に
は
バ
ラ
ツ
キ
が
多
い
傾
向

熊
本

地
震

に
お

け
る

地
方

公
共

団
体

管
理

施
設

の
被

害
状

況
調

査
直

轄
診

断
（三

島
大

橋
）

技
術
者
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

運
営
主
体
（
協
議
会
等
）

課
題
、
仕
組
み
の
検
討
、
場
の
提
供

な
ど

必
要
な
技
術
レ
ベ
ル
と

適
切
な
技
術
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ

（
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会
議
、
県
技
術
セ
ン
タ
ー
な
ど
）

○
診
断
が
難
し
い

○
診
断
結
果
に
基
づ
く
修
繕

計
画
策
定
が
困
難

市
町
村
等

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
課
題

○
人
員
不
足

な
ど

地
方
大
学
・
企
業
・
団
体
等

技
術
者
派
遣

仕
組
み
の
あ
り
方

に
つ
い
て
議
論

評
価
・
依
頼

イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議

技
術
者
派
遣
の
制
度
化

他
地
域
に
展
開

事
例
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○
○
地
域
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道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
年
報
の
公
表

⇒
点

検
の

実
施

状
況

、
結

果
の

公
表

に
よ

る
理

解
の

醸
成

老
朽
化
パ
ネ
ル
展
、
親
子
学
習
会
、
副
読
本

⇒
老

朽
化

の
現

状
、
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

重
要

性
の

訴
求

長
寿
橋
梁
式
典

⇒
「大

切
に

長
く
使

う
」と

い
っ

た
理

念
の

普
及

国
民
へ
の
周
知
・
理
解
の
醸
成

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
活
動
の
表
彰

⇒
様

々
な

主
体

（産
学

官
民

）
、
複

数
の

主
体

に
よ

る
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
活

動
を

表
彰

し
、

公
表

（イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

国
民

会
議

に
よ

る
「
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
大

賞
」と

の
連

携
）

道
路
占
用
物
件
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
取
組
み
の
「
見
え
る
化
」

⇒
占

用
事

業
者

に
よ

る
点

検
の

実
施

状
況

、
結

果
の

公
表

に
向

け
た

調
整

埋
設
管
の
老
朽
化
に
伴
う
道
路
陥
没

占
用
工
事
が
起
因
す
る
路
面
損
傷

親
子
で
橋
梁
点
検
を
体
験

地
域
の
方
々
と
長
寿
橋
梁
を
祝
う
式
典
等

山
口
県
周
南
市
で
の
取
組
み
事
例
（
し
ゅ
う
ニ
ャ
ン
橋
守
隊
）

こ
れ
ま
で
の
取
組
み

取
組
み
の
さ
ら
な
る
充
実
（
例
）

道
路
構
造
物
の
老
朽
化
の
現
状
や
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
活
動
等
の
「見
え
る
化
」を
充
実
さ
せ
、
国
民
の
理
解
と
協
働
の
取
組
み
を
推
進

萬
代
橋
1
3
0
周
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

新
潟

県
萬

代
橋

東
京

都
千

住
大

橋

千
住
大
橋
の
長
寿
を
祝
う
会
の
開
催

小
学
生
の
副
読
本
を
作
成

道
の
駅
や
公
共
施
設
等
で
の

パ
ネ
ル
展
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項
目

短
期
的
な
取
組
み
（
H
2
8
～
H
2
9
）

中
長
期
的
な
対
応
（
H
3
0
～
）

予
防
保
全
を
前
提
と
し
た
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
の
計
画
的
な
実
施

集
約
化
・
撤
去
に
よ
る
管
理
施
設

数
の
削
減

新
技
術
の
導
入
等
に
よ
る
コ
ス
ト

縮
減

過
積
載
撲
滅
に
向
け
た
取
組
の

強
化

（
H
2
8
.1
0
.2
5
第
5
6
回
基
本
政
策
部
会
の
再
掲
）

適
正
な
予
算
等
の
確
保

地
方
へ
の
国
の
関
わ
り
方

今
後
の
進
め
方
（
主
な
取
組
）

限
ら
れ
た
予
算
・
人
的
資
源
の
も
と
、
持
続
可
能
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
実
現

計
画
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
実
施

個
別
施
設
計
画
の
策
定
（
国
・
高
速
：
～
H
2
8
）

そ
の
他
の
道
路
構
造
物
へ
展
開

評
価
技
術
の
現
場
導
入
及
び
公
募
テ
ー
マ
の
拡
充

参
考
事
例
の
収
集
・
共
有

地
方
財
政
措
置
の
拡
充
（
H
2
9
～
）

※
点
検
・
修
繕
の
進
捗
に
伴
い
、
随
時
計
画
を
更
新

過
積
載
の
動
向
を
踏
ま
え
順
次
取
締
基
準
を
強
化
（
基
準
に
つ
い
て
物
流
小
委
員
会
で
今
後
議
論
）

新
技
術
を
公
募
し
、
実
施
・評
価
す
る
新
た
な

取
組
み
を
開
始

制
度
の
構
築
・
運
用

直
轄
診
断
等
に
よ
る
技
術
的
支
援
の
実
施

直
轄
国
道
事
務
所
や
研
究
機
関
に
よ
る
技
術
的
支
援
体
制
の
構
築

個
別
施
設
計
画
の
策
定
支
援
（
地
方
公
共
団
体
：
～
H
3
2
）

長
寿
命
化
を
実
現
す
る
た
め
の
技
術
基
準
等
の
策
定
（
橋
梁
）

荷
主
情
報
の
聴
取
（
H
2
8
～
）

荷
主
も
関
与
し
た
特
車
許
可
申
請
の
仕
組
み
を
検
討

H
32

過
積
載
を
半
減

大
規
模
修
繕
・
更
新
補
助
制
度
に
集
約
化
・
撤
去
を
対
象
と
し
て
拡
充
（
H
2
9～
）

技
術
者
派
遣
制
度
の
検
討

路
線
の
重
要
性
や
予
防
保
全
へ
の
取
り
組
み
状
況
等
に
応
じ
た
支
援
の
あ
り
方
を
検
討

点
検
結
果
の
蓄
積
・
コ
ス
ト
縮
減
策
を
踏
ま
え
将
来
必
要
投
資
額
の
検
討

フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ー
ジ

(計
画
的
な
点
検
・
診
断
の
し
く
み
づ
く
り
)

セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ

(点
検
デ
ー
タ
等
を
生
か
し
た
戦
略
的
・
効
率
的
な
修
繕
等
の
推
進
)

持 続 可 能 な メ ン テ ナ ン ス の 実 現
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耐
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の
推

進

資
料
5

奈
良

県
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路
鉄

道
連

絡
会

議
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橋
梁
・
耐
震
補
強
の
進
め
方
に
つ
い
て

①
熊
本
地
震
で
落
橋
し
た
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
に
つ
い
て
は
、
熊
本
地
震

（
前
震
と
本
震
の
２
度
の
大
き
な
地
震
）
と
構
造
の
特
殊
性
か
ら
、
こ
れ
ま

で
の
対
策
で
は
不
十
分
で
落
橋
の
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い

②
緊
急
輸
送
道
路
の
耐
震
補
強
は
未
だ
不
十
分
な
状
況
（
完
了
率
※
：

77
%
）

③
落
橋
し
た
場
合
の
影
響
が
大
き
い
高
速
道
路
・
直
轄
国
道
を
ま
た
ぐ

跨
道
橋
で
落
橋
防
止
対
策
が
一
部
未
了

(完
了
率
※
：

95
%
，
地
方
管
理
の
み

)

九
州
自
動
車
道
を
ま
た
ぐ
跨
道
橋
の
落
橋

（
県
道
小
川
嘉
島
線
・
府
領
第
一
橋
）

橋
梁
の
支
承
・
主
桁
の
損
傷

（
大
分
自
動
車
道
・
並
柳
橋
）

高
速
道
路
・
直
轄
国
道
や
同
道
路
を
ま
た
ぐ
跨
道
橋
等
の
ロ
ッ
キ
ン
グ

橋
脚
に
つ
い
て
は
、
平
成
３
１
年
度
※
ま
で
に
耐
震
補
強
を
完
了
（
約
４
５
０
橋
）

耐
震
補
強
の
施
工
例

対
策
前

対
策
後

水
平
力
を
分
担
す
る
構
造

【
支
承
補
強
の
例
】

☆
地
方
管
理
道
路
の
緊
急
輸
送
道
路
に
つ
い
て
も
①
、
②
、
③
の
対
策
を
推
進

6%
未
満

6%
以
上

26
%
未
満

26
%
以
上

高
速
道
路
や
直
轄
国
道
を
ま
た
ぐ
跨
道
橋
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
落
橋
・

倒
壊
の
防
止
を
満
た
す
た
め
の
対
策
を
平
成
３
３
年
度
ま
で
優
先
的
に
支
援

（
地
方
管
理
：
約

40
0橋
※
）
そ
の
他
、
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
に
つ
い
て
は
、
平
成
３
１
年
度
ま
で
に
対
策
を
完
了
さ
せ
る
。

※
高
速
道
路
や
直
轄
国
道
に
お
い
て
は
対
策
済
み

≪
対
策
イ
メ
ー
ジ
≫

【
落
橋
防
止
構
造
】

落
橋
防
止
構
造

【
橋
脚
補
強
】

橋
脚
補
強

跨
道
橋

②
緊
急
輸
送
道
路
の
耐
震
補
強
の
加
速
化

③
高
速
道
路
・
直
轄
国
道
を
ま
た
ぐ
跨
道
橋

①
ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
の
耐
震
補
強

熊
本
地
震
を
踏
ま
え
た
耐
震
対
策
の
課
題

高
速
道
路
や
直
轄
国
道
に
つ
い
て
、
大
規
模
地
震
の
発
生
確
率
等
を
踏
ま

え
て
、
落
橋
・
倒
壊
の
防
止
に
加
え
、
路
面
に
大
き
な
段
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、

支
承
の
補
強
や
交
換
等
を
行
う
対
策
を
加
速
化

・
平
成
３
３
年
度
ま
で
※
：
少
な
く
と
も
発
生
確
率
が
２
６
％
以
上
の
地
域
で
完
了

・
平
成
３
８
年
度
ま
で
※
：
全
国
で
完
了

今
後
３
０
年
間
に
震
度
６
弱
以
上
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
る
確
率

直
轄
国
道

地
方
管
理
道
路

出
典
）
全
国
地
震
動
予
測
地
図

20
16
年
版
（
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
）
を
基
に
作
成

※
今
後

30
年
間
に
震
度

6弱
以
上
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
る
確
率
が

26
%
、

6%
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

ご
く
大
ま
か
に
は
、
約

10
0年
、
約

50
0年
に

1回
程
度
、
震
度

6弱
以
上
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
。

※
対
策
完
了
目
標
年
次

※
対
策
完
了
目
標
年
次

※
完
了
率
は
、
平
成
２
９
年
３
月
末
時
点
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道
路
管
理
者

進
捗
率

高
速
道
路
会
社
管
理

7
3
%

国
管
理

8
1
%

都
道
府
県
管
理

7
8
%

政
令
市
管
理

7
8
%

市
町
村
管
理

6
5
%

計
7
7
%

緊
急
輸
送
道
路
上
の
橋
梁
の
耐
震
補
強
進
捗
率

H2
9.

3月
末
時
点

※
１
緊
急
輸
送
道
路
上
の
１
５
ｍ
以
上
の
橋
梁

※
２
進
捗
率
は
、
兵
庫
県
南
部
地
震
と
同
程
度
の
地
震
に
お
い
て
も
軽
微
な
損
傷
に
留
ま
り
、

速
や
か
な
機
能
回
復
が
可
能
な
耐
震
対
策
が
完
了
し
た
橋
梁
。

な
お
、
落
橋
・
倒
壊
等
の
致
命
的
な
損
傷
に
至
ら
な
い
レ
ベ
ル
の
耐
震
化
率
は

全
国
で
約

99
%

※
３
原
則
、
単
径
間
の
橋
梁
は
対
策
不
要
と
整
理
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0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

長 崎 県

鹿 児 島 県

大 分 県

和 歌 山 県

秋 田 県

山 梨 県

沖 縄 県

長 野 県

福 井 県

福 島 県

岩 手 県

群 馬 県

愛 媛 県

熊 本 県

奈 良 県

岡 山 県

石 川 県

宮 城 県

香 川 県

兵 庫 県

神 奈 川 県

静 岡 県

山 口 県

栃 木 県

京 都 府

青 森 県

富 山 県

高 知 県

広 島 県

三 重 県

山 形 県

宮 崎 県

島 根 県

埼 玉 県

愛 知 県

大 阪 府

滋 賀 県

鳥 取 県

岐 阜 県

新 潟 県

茨 城 県

東 京 都

徳 島 県

佐 賀 県

千 葉 県

福 岡 県

北 海 道

都
道
府
県
別
の
耐
震
補
強
進
捗
率
（
直
轄
国
道
）

H2
9.

3月
末
時
点

※
１
緊
急
輸
送
道
路
上
の
１
５
ｍ
以
上
の
橋
梁

※
２
進
捗
率
は
、
兵
庫
県
南
部
地
震
と
同
程
度
の
地
震
に
お
い
て
も
軽
微
な
損
傷
に
留
ま
り
、
速
や
か
な
機
能
回
復
が
可
能
な
耐
震
対
策
が
完
了
し
た
橋
梁
の
進
捗
率

※
３
原
則
、
単
径
間
の
橋
梁
は
対
策
不
要
と
整
理
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0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

千 葉 市

東 京 都

鳥 取 県

徳 島 県

岐 阜 県

香 川 県

長 野 県

大 阪 府

大 阪 市

愛 媛 県

静 岡 市

岩 手 県

京 都 府

札 幌 市

群 馬 県

山 梨 県

堺 市
神 戸 市

静 岡 県

島 根 県

仙 台 市

和 歌 山 県

埼 玉 県

栃 木 県

石 川 県

浜 松 市

横 浜 市

名 古 屋 市

福 岡 市

秋 田 県

相 模 原 市

茨 城 県

神 奈 川 県

京 都 市

愛 知 県

宮 崎 県

沖 縄 県

滋 賀 県

青 森 県

千 葉 県

三 重 県

福 井 県

山 口 県

福 岡 県

北 海 道

大 分 県

広 島 市

奈 良 県

さ い た ま 市

川 崎 市

熊 本 県

福 島 県

佐 賀 県

鹿 児 島 県

長 崎 県

新 潟 県

広 島 県

新 潟 市

宮 城 県

北 九 州 市

富 山 県

兵 庫 県

高 知 県

山 形 県

岡 山 県

熊 本 市

岡 山 市

耐 震 補 強 進 捗 率

緊
急
輸
送
道
路
（
都
道
府
県
・
政
令
市
管
理
道
路
）
の
耐
震
補
強
進
捗
率

H2
9.

3月
末
時
点

※
１
緊
急
輸
送
道
路
上
の
１
５
ｍ
以
上
の
橋
梁

※
２
進
捗
率
は
、
兵
庫
県
南
部
地
震
と
同
程
度
の
地
震
に
お
い
て
も
軽
微
な
損
傷
に
留
ま
り
、
速
や
か
な
機
能
回
復
が
可
能
な
耐
震
対
策
が
完
了
し
た
橋
梁
の
進
捗
率

な
お
、
落
橋
・
倒
壊
等
の
致
命
的
な
損
傷
に
至
ら
な
い
レ
ベ
ル
の
耐
震
化
率
は
全
国
で
約

99
%

※
３
原
則
、
単
径
間
の
橋
梁
は
対
策
不
要
と
整
理
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進
捗
率

7
3
%

東
日
本
高
速

7
9
%

中
日
本
高
速

8
8
%

西
日
本
高
速

5
9
%

首
都
高
速

9
8
%

阪
神
高
速

9
0
%

本
四
高
速

4
5
%

道
路
管
理
者

高
速
道
路
会
社
管
理

高
速
道
路
会
社
管
理
の
耐
震
補
強
進
捗
率
（
会
社
別
） H2

9年
3月
末
時
点

※
１
緊
急
輸
送
道
路
上
の
１
５
ｍ
以
上
の
橋
梁

※
２
進
捗
率
は
、
兵
庫
県
南
部
地
震
と
同
程
度
の
地
震
に
お
い
て
も
軽
微
な
損
傷
に
留
ま
り
、
速
や
か
な
機
能
回
復
が
可
能
な
耐
震
対
策
が
完
了
し
た
橋
梁
の
進
捗
率

※
３
原
則
、
単
径
間
の
橋
梁
は
対
策
不
要
と
整
理

-41-

大阪技術管理
テキストボックス
－39－



ｓｄｆあｓｄｆ 

平成２９年７月２１日 

都市局 街路交通施設課 

道路局 企 画 課 

国道・防災課 

道路 

「橋、高架の道路等の技術基準」（道路橋示方書）の改定について 

１．概要 

「橋、高架の道路等の技術基準」（道路橋示方書）は、高速道路、国道の橋梁

の設計に用いる基準であり、その他の道路橋の設計においても一般的に用いられ

ています。 

今回の改定により、安全性の向上、国際競争力の向上、技術開発・新技術導入

の促進、ライフサイクルコストの縮減が図られるとともに、適切な維持管理によ

る橋の長寿命化が期待されます。 

２．スケジュール 

平成３０年１月１日以降、新たに着手する設計に適用します。 

３．その他 

基準の内容は、国土交通省道路局ホームページで公表しています。 
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/bunya04.html 

＜お問い合わせ先＞ 
道路局国道・防災課  課長補佐  和田 
代表：03-5253-8111（内線 37-811） 直通：03-5253-8492 FAX：03-5253-1620 

都市局街路交通施設課 企画専門官 田邊 
代表：03-5253-8111（内線 32-862） 直通：03-5253-8417 FAX：03-5253-1592 

道路局企画課     課長補佐  本田 
代表：03-5253-8111（内線 37-562） 直通：03-5253-8485 FAX：03-5253-1618 

「橋、高架の道路等の技術基準」（道路橋示方書）は、昭和 47年の制定以

降、技術的な知見や社会的な情勢の変化等を踏まえて改定を行ってきている

ところですが、今般、制定以来の大幅な改定を行いました。 

＜改定のポイント＞ 

○橋の安全性や性能に対しきめ細やかな設計が可能な設計手法を導入

○橋が良好な状態を維持する期間（設計供用期間）として、100 年を標準と

することを規定し、その間適切な維持管理を行うことを規定

資料6
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近
年
の
改
定
の
経
緯
と
今
回
の
主
な
改
定
内
容

平
成
１
３
年
改
定

平
成
２
４
年
改
定

性
能
規
定
化
型
へ
の
転
換

疲
労
、
塩
害
に
対
す
る
耐
久
性
能
の
考
え
方
を
導
入

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
を
契
機
と
す
る
設
計
地
震
動
の
見
直
し

構
造
設
計
上
の
維
持
管
理
へ
の
配
慮
事
項
を
規
定
（
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
な
し
）

平
成
８
年
改
定

車
両
大
型
化
対
応
（
設
計
自
動
車
荷
重
２
５
ト
ン
）

大
型
車
の
交
通
状
況
に
応
じ
た

2種
類
の
活
荷
重
を
導
入
（
A
活
荷
重
、

B
活
荷
重
）

平
成
６
年
改
定

兵
庫
県
南
部
地
震
を
契
機
と
す
る
耐
震
設
計
の
強
化

「
橋
、
高
架
の
道
路
等
の
技
術
基
準
」
（
道
路
橋
示
方
書
）
は
、
昭
和
４
７
年
の
制
定
以
降
、
技
術
的
な
知
見
や
社
会
的
な
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、

こ
れ
ま
で
に
６
回
の
改
定
を
行
っ
て
い
る
。

②
長
寿
命
化
を
合
理
的
に
実
現
す
る
た
め
の
規
定
の
充
実

①
多
様
な
構
造
や
新
材
料
に
対
応
す
る
設
計
手
法
の
導
入

③
そ
の
他
の
改
定

設
計
供
用
期
間

10
0年
を
標
準
と
し
、
点
検
頻
度
や
手
法
、
補
修
や
部
材
交
換
方
法
等
、
維
持
管
理
の
方
法
を
設
計
時
点
で
考
慮

耐
久
性
確
保
の
具
体
の
方
法
を
規
定

橋
の
安
全
性
や
性
能
に
対
し
き
め
細
や
か
な
設
計
が
可
能
な
設
計
手
法
を
導
入

⇒
「
部
分
係
数
設
計
法
」
及
び
「
限
界
状
態
設
計
法
」
を
導
入

熊
本
地
震
を
踏
ま
え
た
対
応
等

平
成
２
９
年
改
定
（
昭
和
４
７
年
制
定
以
来
の
大
幅
な
改
定
を
実
施
）

耐
震
設
計
法
の
充
実
（
保
有
水
平
耐
力
照
査
法
の
規
定
）

平
成
２
年
改
定

そ
れ
ま
で
複
数
存
在
し
て
い
た
示
方
書
や
指
針
類
を
統
合
し
、
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅱ
鋼
橋
編
」
を
制
定

昭
和
４
７
年
制
定

昭
和
５
３
年
に
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅲ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
編
」
を
制
定

昭
和
５
５
年
に
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅳ
下
部
構
造
編
、
Ⅴ
耐
震
設
計
編
」
を
制
定
、
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅱ
鋼
橋
編
」を
改
定

昭
和
５
３
、
５
５
年
改
定
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①
多
様
な
構
造
や
新
材
料
に
対
応
す
る
設
計
手
法
の
導
入

国
土
交
通
省
で
は
平
成
２
８
年
を
「
生
産
性
革
命
元
年
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
建
設
及
び
維
持
管
理
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
多
様
な
構

造
や
新
材
料
の
開
発
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

必
要
な
橋
の
性
能
を
確
保
し
つ
つ
、
多
様
な
構
造
や
新
材
料
の
導
入
促
進
を
図
る
た
め
、
諸
外
国
で
も
運
用
実
績
を
積
ん
で
き
て

い
る
設
計
手
法
を
導
入
。

橋
の
限
界
状
態
1
橋
と
し
て
の
荷
重
を
支
持
す
る
能
力
が
損
な
わ
れ
て

い
な
い
限
界
の
状
態

橋
の
限
界
状
態
2

部
分
的
に
荷
重
を
支
持
す
る
能
力
の
低
下
が
生
じ
て

い
る
が
，
橋
と
し
て
の
荷
重
を
支
持
す
る
能
力
に
及
ぼ

す
影
響
は
限
定
的
で
あ
り
，
荷
重
を
支
持
す
る
能
力

が
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
範
囲
に
あ
る
限
界
の
状
態

橋
の
限
界
状
態
3
こ
れ
を
超
え
る
と
構
造
安
全
性
が
失
わ
れ
る
限
界
の

状
態

■
部
分
係
数
設
計
法
の
導
入

（
外
力
）

（
抵
抗
力
）

α 1
F 1

 ＋
α 2

F 2
＋
α 3

F 3
＋
α 4

F 4
･･
･
＜

×
R

1

β 1
×

β 2
×

β 3
･･
･

車
両

風
温
度

材
料

ば
ら
つ
き
解
析

誤
差
部
材
挙
動

特
性

地
震

Ｆ
＜
Ｒ
×

1
安
全
率
（
≧

1.
0）

（
外
力
）

（
抵
抗
力
）

外
力
、
抵
抗
力
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
安
全
率
を
要
因
毎
に
細
分

化
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
安
全
性
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
き
め
細

や
か
な
設
計
が
可
能
と
な
り
、
構
造
の
合
理
化
に
よ
る
コ
ス
ト
縮
減
が

期
待
さ
れ
る
。

大
地
震
や
様
々
な
荷
重
に
対
し
て
橋
の
限
界
状
態
（
1
～
3
）
を
定
義

し
、
複
数
の
限
界
状
態
に
対
し
て
安
全
性
や
機
能
を
確
保
す
る
こ
と

で
、
橋
に
求
め
る
共
通
的
な
性
能
が
明
確
と
な
り
、
多
様
な
構
造
や

新
材
料
の
導
入
が
可
能
と
な
る
。

■
限
界
状
態
設
計
法
の
導
入

従
来
（
許
容
応
力
度
設
計
法
）

改
定
（
部
分
係
数
設
計
法
）

通
常
作
用
す
る
荷
重

（
自
重
、
自
動
車
荷
重
、
温
度
や

風
の
影
響
な
ど
）

橋
の
限
界
状
態
１

か
つ

橋
の
限
界
状
態
３

に
対
し
て
安
全
性
を
確
保

滅
多
に
作
用
し
な
い
荷
重

（
大
地
震
）

橋
の
限
界
状
態
２

か
つ

橋
の
限
界
状
態
３

に
対
し
て
安
全
性
を
確
保

橋
の
限
界
状
態

荷
重
と
橋
の
限
界
状
態
の
関
係
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②
長
寿
命
化
を
合
理
的
に
実
現
す
る
た
め
の
規
定
の
充
実

耐
久
性
設
計
の
具
体
の
方
法

具
体
例

１
．
劣
化
の
影
響
を
考
慮
し
た
部

材
寸
法
や
構
造
と
す
る

■
塩
害
の
対
策

■
部
材
の
交
換
や
点
検
が
容
易
な
構
造
と
す
る

➢
塩
害
の
影
響
度
合
い
に
応
じ
た

➢
部
材
交
換
の
有
無
を
考
慮
し
て
構
造
に
反
映
さ
せ
る

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
の
「
か
ぶ
り
」
を
規
定

２
．
部
材
寸
法
や
構
造
と
は
別
途

の
対
策
を
行
う

■
施
工
・
維
持
管
理
の
容
易
さ
、
耐
久
性
、
部
材
の
重
要
度
等
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
防
食
方
法
を
選
定

➢
環
境
条
件
等
に
応
じ
て
防
食
種
別
の
差
別
化
が
図
ら
れ
る

３
．
設
計
供
用
期
間
内
に
お
い
て

劣
化
の
影
響
が
な
い
と
み
な

せ
る
構
造
と
す
る

■
環
境
等
に
応
じ
て
耐
食
性
に
優
れ
た
材
料
を
用
い
る

➢
海
沿
い
な
ど
、
腐
食
環
境
の
厳
し
い
環
境
下
で
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る

ス
テ
ン
レ
ス
鉄
筋

Ｆ
Ｒ
Ｐ
緊
張
材

平
成
２
６
年
に
５
年
に
１
度
の
定
期
点
検
が
法
定
化
さ
れ
、
長
寿
命
化
の
取
り
組
み
が
本
格
化
。

橋
が
良
好
な
状
態
を
維
持
す
る
期
間
と
し
て
1
0
0
年
を
標
準
と
す
る
と
と
も
に
、
耐
久
性
設
計
の
具
体
の
方
法
を
規
定
。

支
承
交
換
や
点
検
が
容
易
な
構
造

ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ

に
配
慮

耐
候
性
鋼
材

重
防
食
塗
装

防
食
多
重
化
（
鉄
筋
防
食
＋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
塗
装
）

鉄
筋

か
ぶ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
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【
施
工
に
関
す
る
規
定
の
改
善
】
※

落
橋
防
止
装
置
等
の
溶
接
不
良
事
案
を
踏
ま
え
、
溶
接
検
査
の
規
定
を
明
確
化

引
張
り
を
受
け
る
完
全
溶
け
込
み
溶
接
は
、
主
要
部
材
に
関
わ
ら
ず
内
部
き
ず

検
査
を
継
手
全
数
・
全
長
に
渡
っ
て
行
う
こ
と
を
明
確
化

③
そ
の
他
の
改
定
事
項

【
熊
本
地
震
に
お
け
る
被
災
を
踏
ま
え
た
対
応
】
※

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
梁
の
落
橋
を
踏
ま
え
、
不
安
定
に
な
り
や
す
い

下
部
構
造
と
し
な
い
こ
と
を
要
求

大
規
模
な
斜
面
崩
壊
等
に
よ
る
被
災
を
踏
ま
え
、
斜
面
変
状
等
を
地
震
の
影

響
と
し
て
設
計
で
考
慮
す
る
こ
と
を
明
確
化

制
震
ダ
ン
パ
ー
取
付
部
の
損
傷
事
例
を
踏
ま
え
、
部
材
接
合
部
の
留
意
事
項

を
明
確
化

斜
面
変
状
に
よ
る
橋
台
の
沈
下

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
の
落
橋

【
点
検
結
果
を
踏
ま
え
た
改
善
】

特
殊
な
形
状
の
Ｐ
Ｃ
ポ
ス
テ
ン
桁
の
一
部
で
ひ
び
割
れ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
ひ
び
割
れ
防
止
対
策
の
規
定
を
充
実

P
C
鋼
材
の
配
置
や
橋
軸
直
角
方
向
の
鉄
筋
引
張
力
の
照
査
を
新
た
に
規
定

腹
圧
力

P
C
緊
張
力上
フ
ラ
ン
ジ

下
フ
ラ
ン
ジ

橋
軸
方
向

箱
桁
下
フ
ラ
ン
ジ

ひ
び
割
れ

橋
軸
方
向
の
ひ
び
割
れ

モ
ー
メ
ン
ト

腹
圧
力

ひ
び
割
れ

P
C
鋼
材

制
震
ダ
ン
パ
ー
取
付
部
の
損
傷

（
被
災
前
）

全
断
面
が
完
全
に
溶
接
さ
れ
る
よ
う
、
鋼
材
片
側
か
ら

溶
接
し
た
の
ち
、
反
対
側
か
ら
ル
ー
ト
部
の
裏
は
つ
り
を

行
っ
た
上
で
、
反
対
側
の
溶
接
を
行
っ
た
も
の

完
全
溶
け
込
み
溶
接

（
被
災
後
）

接
合
部
及
び
連
結
さ

れ
る
各
部
材
に
求
め

ら
れ
る
条
件
を
明
ら

か
に
し
、
こ
れ
を
満

足
す
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

P
C
緊
張
力
の
鉛
直
分
力
（
腹
圧
力
）
の
影
響

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
の
例

（
橋
軸
直
角
方
向
よ
り
）

（
橋
軸
方
向
よ
り
）

斜
面
崩
壊
等
の
影
響
を

受
け
な
い
箇
所
を
選
定

基
礎
先
端
を
長
期
的
に

安
定
し
た
支
持
層
に
根
入
れ

※
熊
本
地
震
に
お
け
る
被
災
を
踏
ま
え
た
対
応
と
、
落
橋
防
止
装
置
の
溶
接
不
良
事
案
を
踏
ま
え
た
施
工
に
関
す
る
規
定
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
通
達
等
に
て
道
路
管
理
者
に
通
知
済
み
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地方整備局 メンテナンス会議事務局
（国道事務所） 地方公共団体 高速道路会社 鉄道会社

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

時期

今後のスケジュール（案）

４月

５月

６月

H30年
１月

２月

３月

道路鉄道連絡会議の開催

貨物のみ 確認書・協定書の締結

点検・修繕の実施

資料7
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